
［巻頭言］

世界都市・東京としてさらなる進化石？

田中順一郎
三井不動産株式会社代表取締役会長

財団法人日本住宅総合センター評議員

日本経済は着実に回復に向かっているが、人口減少社会を迎えるなか、わ

が国が今後も持続的な成長を実現するためには、経済活動の中心である首都

東京は、世界中から人材や情報、投資を呼び込める世界都市として、さらな

る進化を遂げなければならない。

アジア各国で空港や道路、ホテルなどの都市インフラの整備が進み、東京

の優位性は揺らぎつつある。そうしたなか今回のオリンピック招致活動は、

こうした都市問題を解決し、東京再生の取組みを加速する、またとない好機

である。前回の東京オリンピックの際も、これを契機に首都高や新幹線をは

じめ、国内外から多くの人々を迎えるためのインフラ整備が進み、その後の

驚異的な高度成長の挺子の役割を果たしたことは言うまでもない。

今こそ東京は、 400年の歴史を活かし、各地域が持つ伝統、文化、景観な

どの強みを大切にした品格のある都市空間へと、さらなる成熟を目指さなけ

ればならない。ハード面だけでなく、教育、医療、育児といった、住む人に

優しい社会インフラの整備も忘れてはならない。多くの人が、訪れたい、働

きたい、暮らしたいと思えるような、多様な魅力にあふれる新しい都市モデ

ルを実現し、世界に範として示したい。

アジアのゲートウェイたる世界都市・東京の進化は、首都圏のみならず、

日本全体の将来にとって必要なテーマである。その明確な意思を国民全体が

共有し、オリンピックを挺子にもう一度国民が総力を結集して、自信をもっ

て次世代に守｜き継げる美しい東京をつくりたいものである。

目次・2007年春季号 No.64

［巻頭言］世界都市・東京としてさらなる進化を 田中順一郎 I 

［特別論文］まちづくり三法と地域再生 小林重敬一一2

［研究論文］都市税制と経済効果 中神康博一一12

［研究論文］土地利用の非効率性の費用 清水千弘・唐渡広志一一22

［研究論文］密集市街地の外部不経済に関する

定量化の基礎研究宅間文夫←－30

［海外論文紹介］リピートセールス価格指数における

非線形な築年数効果の調整原野啓十一38

エディトリアルノー卜ー←ー10

センターだより一一一42 編集後記一一一42



特別論文

まちづくら三法と地域再生
高松丸亀町商店街の事例紹介も加えて

小林重敬

地方都市をはじめとする中心市街地の活性化

の必要性が認識されてから、かなりの年月が経

過している。その問、平成10年および12年に

「まちづくり三法（「大規模小売店舗立地法」、

「中心市街地における市街地の整備改善及び商

業等の活性化の一体的推進に関する法律」、「改

正都市計画法」）」が制定され、中心市街地活性

化のための一定の努力がなされてきた。しかし、

その後も地方中小都市の中心部衰退に歯止めは

かからず、改めて中心市街地再生の必要性が国

の審議会（国土交通省、経済産業省）で議論さ

れ、平成18年5月24日に中心市街地再生を目的

とした都市計画法および建築基準法の改正が国

会で成立し、 1年半後の施行が決まった。また

経済産業省関係では、これまでの「中心市街地

における市街地の整備改善及び商業等の活性化

の一体的推進に関する法律jの内容を改め、

「中心市街地の活性化に関する法律Jと名称変

更した。

このような国の法改正等に対して、民間、地

方公共団体などでさまざまな動きが出ている。

民間の動きとしては、大規模集客施設の中心

である大型店舗事業者の動きが顕著である。既

存店の活用、近隣型 SCの開発、小型 SC向け

の新型店舗の開発等である。

また、福島県を代表として、地方公共団体は

国の規制の網をさらに狭めようとしている。条

例による上乗せ規制や独自の指針を作る動きが

見られることである。

しかし、多くの論者も述べているように、大
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規模集客施設の規制のみでは、今日の地方都市

中心市街地問題に対応できない。上記の国土交

通省審議会を部会長として答申をまとめた立場

から述べれば、今回の都市計画法、建築基準法

改正、中心市街地の活性化に関する法律は、中

心商店街再生をメインテーマとするのではなく、

より広い視点から中心市街地再生を目指して制

度づくりを行なった。そこで、その基本的考え

方を 3つの大項目、 9つの小項目として以下に

紹介し、さらにその地域再生の先駆的事例とし

て高松丸亀町商店街の実践を紹介する。

lまちづくり三法改正の意図

(1）都市構造改革を行ない中心市街地再生を目指す

こと

①都市構造改革を行なうこと

20世紀型の人口増大による都市（市街地）の

拡大を整序する都市づくりは、ニュータウンを

はじめとする計画的な都市づくりを進めてきた

が、都市全体を見ると無秩序拡散型都市構造と

なっているとの批判は否めない。そこで都市づ

くりの方向を転換し、 21世紀型の人口減少等を

も見据えた集約型都市づくりを目指す都市構造

改革が必要で、ある。

しかし現実の市街地は、これまでの拡散傾向

から居住地が拡大しており、郊外居住者の日常

生活に必要な都市機能を全面的に規制すること

は適切ではない。いまわが国の全土で起きてい

る問題は広域的都市機能の立地が、市街地環境

および公共投資計画、さらに都市構造に影響を



与えていることである。今回の法改正に資料と

して提供された図 1に見る富山市、青森市の資

料がその点を明らかにしている。

そこで、望ましい都市構造を実現するために、

こうした広域的な影響を与える恐れのある広域

的都市機能の郊外立地を抑制し、集約型都市づ

くりのために各種の誘導手法を活用して段階を

追って都市構造改革を実現する必要がある。

②中心市街地の再生を目指すこと

これまでのように商業関係者を中心とする

「中心商店街の再生jを主な目的とするのでは

なく、中心市街地全体を対象としての「中心市

街地の再生」を目的とする必要がある。中心市

街地における商業機能の役割が大きいことは確

かであるが、もともとは中心市街地は商業機能

と並んで住機能、交流機能（公共施設など）、

事務所機能など多様な機能で構成されていた。

これからは、それらの多様な機能の集約により

賑わいを実現し、中心市街地を再生する必要が

ある。

③超高齢社会への移行に対応し、持続可能性

の高い都市づくりを目指すこと

超高齢社会では高齢者が生活するうえで利便

が高い都市づくりが課題である。また地球環境

問題に対応する地域づくりが今日大きな課題と

こばやし・しげのり
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なっている。そのよう課題に対応するには、で

きるだけ車に依存しないで、公共交通機関や徒

歩による生活ができる都市づくり、さらに既存

ストックを活用した都市づくりを実現する必要

がある。

これまでの都市づくりは新規の「開発」

(Development）を中心としたものであったが、

これからは既存ストックである従来の中心市街

地を活用して、それを有効に「運営」（Mana-

gement）することが必要である。

(2）都市構造改革のために新たな制度枠組みを作る

こと

①中心部から郊外に向かつて開発規制が厳し

くなることを目f旨すこと

わが国の都市づくり、地域づくりの規制制度

は、中心部から外に行くほど規制が実質的にゆ

図 lー青森市・富山市における都市機能の拡散に伴う都市経営コストの試算
「一一一一一一一一一一一一一一一一

青森rliでは、過去30｛「一間における中心部油、ら郊外への人口流，＇＼＼のために、約 35C億円
の行政コストを投資してきたと試算しており、似に市街地の拡大がなければ、不必要
な車圭針であったとしている。

富山市では、 rli
（主t人I122,100人i威）となり、市i主t地の叔、散に伴い、新たに511haの新規開発、約1771窓
円の追U日的費月lが発i宇するとしている O

青森市における郊外への人口流出による 富山市における平成12年から20年後の
投資的経費の増加l 人口推計と新規開発規模

2000年／1970年

＜投資的経費＞

道 路 83.7億円

小中学校 67.4億円

L水道 40.61意円

卜水道 156.Sfi立｜斗

ノ＂、 348.5億｜リ

出所） ~c[ 十交通省社会資本整備審議会資料
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るくなっている傾向があった。都市から見て一

番外側にあたる都市計画区域外の規制がもっと

もゆるく、順次、計画白地区域、市街化調整区

域、市街化区域などの順で厳しくなる。また広

域都市機能のように適切な制限ができない例や、

多様な例外扱い（公共公益施設など）が存在し、

計画的な都市づくりを阻害していた。

近年の都市計画法改正は規制緩和を志向する

傾向が強かったが、今回の改正は規制強化の内

容を多く含んでいる改正である。その中心的内

容は、図 2の「ポイント l」に見るゾーニング

強化による大規模集客施設の立地の適正化と、

図2の「ポイント 4」に見る開発許可制度の見

直しである。これまで6種のゾーニングで立地

が可能であった大規模集客施設 (1万ぱ以上の

床面積）の立地を、改正後は 3種のゾーニング

に限定したことである。またこれまで立地が許

されていた非線引き白地地域では、改正後には

大規模集客施設は原則として立地できなくなっ

た。さらに図2の「ポイント 5Jに見るように、

準都市計画区域制度についても改正が行なわれ、

これまで対象区域に含めることができなかった

農地について、改正後はこれを含めることがで

きることなった。

開発許可の見直しでは、図 2の「ポイント

4Jにあるように、これまで開発許可不要でトあ

った医療施設、社会福祉施設、学校、庁舎、官

舎などの建築を目的とする開発行為も開発許可

が必要となった。

②広域調整により広域都市機能の立地を適正

化することを目指すこと

これまでの都市計画制度は、地方分権一括法

に基づく 2000年の都市計画法に代表されるよう

に、地方分権を追求してきたが、今回の改正は

広域調整の制度枠組みが明確に組み入れられて

いる。広域調整に関わる事項も図 2の「ポイン

ト3」～「ポイント 5」に関係する。「ポイント

3」では、市町村が用途変更などの都市計画決

定を行なう場合に必要となる都道府県知事によ

る協議同意の際に、関係市町村の意見を求める
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ことができることである。そのほか「ポイント

4」では、市街化調整区域内での大規模開発に

関して地区計画をかけることを通して都道府県

知事による広域的配慮を必要とし、また「ポイ

ント 5Jでは、準都市計画区域の指定権者をこ

れまでの市町村から都道府県に変更したことで

ある。

③事前明示性のある社会ルールで、かつ公

正・透明の参加手続きにより判断される都市

づくりを目指すこと

都市づくりの基本は的確に判断できる地域主

体と適切に広域調整が可能な主体が、十分な情

報を元に、公正・透明な手続きの中で慎重に判

断して決めることである。そのために図 2の

「ポイント 12）」準工業地域における大規模集

客施設の立地には特別用途地区の活用が必要と

なることとし、また図 2の「ポイント 4 1)」

の市街化調整区域での大規模な計画的開発は例

外扱いがなされてきたが、計画開発は住民参加

と都道府県による広域的判断を要する地区計画

に基づくものに一本化されるなど、地域の判断

に都市計画の判断を必要とすることとした。

多くの関係者が考えてもいないところに、た

またま大規模な土地利用が可能な土地があるか

らといって、「よく判断される」ことなく、広

域都市機能が立地することがないようにするこ

とが必要で、あるとした。

(3）中心市街地再生の実現性を高めることを目指す

①「選択と集中jによる再生を目指すこと

一方「中心市街地の活性化に関する法律」へ

の名称変更による誘導的施策も今回の特徴的な

内容である。固に中心市街地活性化本部が置か

れ、基本方針を閣議決定する。法に基づく市町

村の基本計画は内閣総理大臣の認定が必要とな

った。

これまでの「まちづくり三法」の成果が乏し

い大きな理由は、制度ができたから、とくに補

助制度ができたからそれに乗り遅れるなという

立場で基本計画を作り、十分な体制も整わず中



図2 まちづくり三法（都市計画法など）の見直しのポイント

大規模集客施設の適正立地（ゾー二ング強化） ｜ 

聞現一本来目的と一様な用途を容
い3このため、広域的に都市構造に影響をヲえる大規模集客施設の立地に関しては、Iよく住民等が参画する公平・透明な都市計両の手続

を通じて、地域のイニシアテイブで判断することかてきるようにする。その手法はソL ニングを恭本とすることとし、いったんプーニング規制の網

をかけて、地域の選択でそれを解除する（スモ←ルソ←ニング）とL寸方向で制度を見直す。

＜市街化区域、用主主地域＞

1）大規模集客施設については、商業地域、近隣商業地域及び準工業地域において立地可能とする（現行の6地域から3地域へ限定）。

2）ただし、準工業地域においては、必要に応じ、特別用途地区を活用し大規模集客施設の丘地を抑制。特に地方都市では、これを中心市街地活性化法

の基本計画認定の条件とする。

く非線引き白地地域＞

非線引き都市計i酎区域の用途地域以外の地域（白地地域）においては、大規模集客施設は原則として在地できないこととする。

※上記の大規模集客施設とは、店舗、飲食店、劇場、映画館、観覧場（スデジアム）、アミューズメント施設、展示場（メッセ等）の用途の床面積介計古＜＇ J0,000m2

を超える施設とする。

｜都市計画手続等ゐ両骨化（地域の判断を適切に反a~~竺空空担F I 
このことは、大規模集客施設を、まちの中心部以外から一切締め出すという「マイナス志向」を意味するものではない。とこに立地することが

適当であるかを、まちづくりの中で決めていこうとするもの。また、大型商業施設の立地に関して商業調整とならない制度とする必要がある。

1）用途地域変更等の都市計画手続によるほか、肘途緩和型の新しい地｜王計画制度も活用できることとする。

2）民間事業者のイニシアテイブを認めるため、都市計画提案が認められる者の範囲を一定の開発事業者にまで拡大する。

3）提案の適否を原則として 1年以内に判断するよう徹底する。

4）都市計画審議会において消費者の視点が反映されるよう徹底する。

｜広域調整の強化 ！ 

都道府県から市町村への都市計画に関する権限委譲を進めた結果、一市町村の範聞を越えて広域的な都市構造に影響を与える施設の

立地の判断も、市町村のt日う部分が増大。広域的な観点から適正立地を調整する視点が必要。

広域調整の強化のため、市町村が用途地域変更、用途緩和型地区計画等の都市計画決行を行う場合に必要となる都道府県知事による協議同意の際、

関係市町村の意見を求めることができることとする。

開発許可制度の見直し
拡散型都市構造を防く観点から、市街化調整区域内の大規模開発を例外扱いする措置を見直す必要がある。

また、学校，病院等の公共公益施設も、都市の重要な構成要素。人口が減少する時代において、これらが適正に京地し、多くの人にとって

の暮らしゃすきが実現することを目指すことが必要c

1）市街化調整区域において、大規模計画開発を例外的に開発許口］可能とする規定を廃止し、計画的開発は住民参加と都道府県による広域判断

を要する地区計画に基づくものに一本化する。

2）開発許可が不要であった医療施設、社会福祉施設、学校、庁舎、官舎等の建築を目的とする開発行為は、開発許可等を要することとする。

1学都喧由里胡座竺一見直し ｜ 
圏農地つて牒振興地域の整備

区域の指定がなされず、この結果、農地転用された場合には、とこの省の土地利用規制も及ばない「ポテンヒyトJの状態となり、大型店の

無秩序な立地を誘発cこのため、都市計画区域外の農地に都市計画規制が及ばないという現わ制度の改善を凶ることが必要。

1）準都市計画区域を、農地を含め土地利用の整序が必要な区域等に広く指定できることとする。

2）広域的観点から指定できるよう、指定権者を都道府県とする。

3）準都市計画区域の用途地域及びそれ以外の地域（白地地域）における大規模集客施設の立地制限は、非線引き都市計画区域と同様とする。

出所）『CommunionJ2006 Summer、Vol.1440

まちづくり三法と地域再生 5 



心市街地活性化に取り組んできたことにある。

これからは、すでにさまざまな形で熱心に中心

市街地再生に取り組みながら、まだ十分成果を

出し切れていない地域に「選択と集中」で対応

し、さまざまなタイプの成功事例を作り出すこ

とが必要である。

②多くの関係主体の参加により、また人材を

募り育成して再生を目指すこと

行政と商業者（あるいは商工会、商業会議

所）のみによって中心市街地再生を図るのでは

なく、地元金融機関、交通事業者、工業関係者

などの事業者、さらに地元住民、 NPOなど多

くの関係主体によって再生を図る必要がある。

そのためこれまで任意の制度であった中心市街

地活性化協議会を制度化し、民間の多様な主体

が参画する仕組みをとることとなった。

③中心市街地再生を実のあるものとするため

成果指標を基本計画に明示すること

これまでの中心市街地再生のための取り組み

でも、基本計画が立案されてきた。しかし、そ

の計画が何を具体的に目標としているのか、ど

こまでの成果を期待しているのかを明確に示し

ている計画は稀であった。そのため中心市街地

再生のための TMO(Town Management 

Organization）が活動する目標が明確でなか

った。

今回の法改正は基本計画の成果目標を明確に

すること要請している。それに対応するものと

して、次節で高松丸亀町商店街の事例をしめす

こととする。

2高松丸亀町商店街実践的タウンマネー

ジメント

わが国の地方都市中心市街地の再生にとって

必要なことは、地域に残されているさまざまな

資源を地域力として体系化し、成功事例を明確

なシステムとして作り上げること、さらにその

成功を一時のものではない継続的なものとする

ことである。これから述べるような内容を持っ

た高松丸亀町商店街のタウンマネージメントは

6 季刊住宅土地経済 2007年春季号

そのための手段として有効なものであると考え

る。

タウンマネージメントの内容を述べれば、具

体的なプログラムを用意し、そのプログラムに

沿ってまちづくりを進めることによって、街は

常に動いているという状況をつくりだすことが

必要である。さらにその動きを確実にするため

マネージメント体制のもとに、まちづくりをコ

ントロールして、魅力的なまちを発展的に維持

することが重要である。

(1）丸亀町商店街のタウンマネージメントプログラ

ム

丸亀町商店街のタウンマネージメントプログ

ラムは基本的目標・方針を示した上で、大別し

て3つのプログラムを用意している。 3つのプ

ログラムとはデザインコード、事業プログラム、

MD戦略であり、それぞれ部会を設けて検討し

たうえで委員会の場で全体調整をして取りまと

めたものである。その全体の内容は図3に示す。

①デザインコードプログラム

中心市街地のまちづくりではさまざまな建設

工事が行なわれる。それらを、街全体として美

しい街並みに誘導し、快適な公共的空間の形成

を導くシステムを構築する。具体的なツールと

しては地区計画が使われるが、地区計画で対応

することが適切でない要素については、運営体

制を確保した上で、自主的な協定である「デザ

インコードJ（高松丸亀町まちづくり規範）を

適用する。

②事業プログラム

土地の利用と経営を分離するという、丸亀町

まちづくりの基本的システムを導入することに

より、合理的な土地利用とその経営を図ること

を関係者が合意し、そのもとで事業スキーム、

資金計画、スケジュールを明確にするプログラ

ムである。まず丸亀町商店街全体と街区の調整

の仕組みがあり、この中にも施設計画、事業費、

スケジュールが組み込まれる。また資金計画と

して資金調達システムを構築し、持続可能な事



図3 高 松 丸 亀 町 荷 店 街 タ ウ ン マ ネ ー ジ メ ントの内容

ーまちづくりの目標と方針

(1）市民が集うシヨyピングストリートを形成する。

(2）来性j1J·も住民も、時間をゆっくりかっ~しく過こ’せる快適でゆたかな公共的空間を創出する。
(3）快適な都心生活環境を整え、都心居住人口を増や1。

(4）市民の活発な文化活動や高齢者干｜会など諜題に対応した活動を支える施設を提供する。

(5）駐車場など郊外からの来街者が訪れやすい環境を整備する。

(6）生活スタイルを提唱するなど常に市民ニーズに応えるまちづくりを維進する。

(7）自立した経済をサステイナプルに維持する。

A街区

日，C街区

t 
デザインコード

a地区計画
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全の方針
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I にぎわいと憩いの場とする

x 
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a合意形成
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施設計画

－事業費
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c事業スキーム

活用制度の検討

ビジネスモデル

d資金調達システム

サステイナブルな＼！！：新を

めざして（経済的自立）

e費用対効果

市街地再開発事業
都市再生ファンド
戦略的補助金
高度化資金
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市街地再開発事業
都市再生ファンド

一一一一ー－・

t 
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－各街区の性格づけ
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．情報誌発行

cモノづくりシステム

悉皆屋システムによる地域

職人との連携

dアートプロジェクト

e市民参加

セレフト
二越と 体となり、大型スー
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標となることを目指すG

カジュアル

・安さ、気楽さ、おもしろさのある
、／ーン

フ工スティバJレ・マ ケιノト

ー生鮮市場
クア＆ケアハウス
．アミユースメント

十一一一 一一」ι4ι…ー （ 

出所）高松丸亀岡j商店街タウンマネージメントプログラム概要版

卜、、

業として組み立てる。

③ MD戦略プログラム

高松丸亀町商店街全体の商業戦略や地域の特

性を活かした高松スタイルの提案を行なう。そ

のため商店街をゾーニングして各街区の特性を

明確にし、テナントミックスをタウンマネージ

メントにより積極的に行なう。

こととし、旧来から丸亀町のまちづくりを担っ

てきた高松丸亀町商店街振興組合のほかに、高

松丸亀町まちづくり会社を中心としてタウンマ

ネージメント委員会、コミュニティ投資会社な

どからなる仕組みを構築することとした。その

最終的な体制を図 4に示す。

(2）タウンマネージメント体制

まちづくり全体をタウンマネージメントとし

て実践していくために、適切な組織体制を組む

①高松丸亀町まちづくり会社

開発により実現した商業床を運営する会社で

ある。振興組合と高松市などの出資で設立され

ている。具体的な役割はテナントミックスおよ

びテナントリーシング、プロモーションおよび

まちづくり三法と地域再生 7 



図4－高松丸亀町商店街タウンマネージメントの仕組み

イベント、ファシリティマネージメント、プロ

パティマネージメントなどである。またこの会

社が丸亀町のまちづくりの基礎システムである

所有と経営の分離を実現するための仕組みとし

て機能している。

②タウンマネージメント委員会

大きな権限を持ち、事業全体を引っ張ってい

くまちづくり会社の活動を、第三者としてチェ

ックする組織が必要なことから、自治体、学識

経験者、市民、振興組合等によって構成されて

いる組織である。この＊，§＿；織はタウンマネージメ

ントプログラムを常に見直し、調整する役割、

商業コンセプトや地区のゾーニングの調整を行

なう役割、コミュニティ施設・医療施設・高齢

者施設・住宅施設の配置を調整する役割などを

担う。

③コミュニティ投資会社

コミュニティ投資会社は2006年に設立され、

図4にみるようにA街区地権者からの持分出資

が核を形成する。その上で丸亀町商店街振興組

8 季刊住宅土地経済 2007年春季号
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合員を中心にまちづくり債を劣後匿名組合出資

として集め、このノウハウを活用して地元投資

家から募る事業資金の調達も進める。さらにそ

の資金を活用して市街地再開発事業に関連して、

転出者などの権利の取得、丸亀町内の空き地空

き家の取得なども進め、その資産を信託銀行へ

の委託を通してまちづくり会社に運用してもら

い収益を上げる役割を担う。

(3）タウンマネージメン卜の目標

タウンマネージメントを実践していく上で重

要なことは具体的な目標を設定して、成果を確

認しつつ取り組むことである。

そのため、「高松丸亀町商店街タウンマネー

ジメントプログラム2006 2010」は以下に示す

項目をあげ、その中の細項目については可能な

限り 5年間で達成する数値目標を示している。

①市民の集うメインストリートを実現する

数値目標として、来街人口、商業床面積増、

駐車場・駐輪場台数増を示している。



そのほかの目標としてテナントミックスの実

現を目指す。

②市民が愛し誇れる美しい街並み、快適な

「場所」をつくる

数値目標として、ベンチ30台、ハンノキ並木

30～40本を示している。

そのほかの目標として、中庭・横丁・外階

段・路地などの公私をつなぐ「共」の空間の系

統的整備などがある。

③快適な居住空間を創出する

数値目標として、夜間人口を現在の75人から

400人への増加を目指す。

そのほかの目標として、高齢社会に対応する

市街地型共同住宅の提供などがある。

④市民の公共的活動あるいは市民生活に必要

な機能・場の提供と支援

数値目標はなく、イベントホール、 NPOセ

ンタ一、チルドレンミュージアムなどの市民活

動の拠点となる施設の設置、高齢者向け施設の

充実、医療施設の設置・充実などがある。

⑤環境と社会経済の両面でサステイナブルな

町をめざす

数値目標として、地域経済を活性化し、雇用

を増やすとして、小売販売額（丸亀町） 120億

円から250億円へ、雇用者数（丸亀町） 450人か

ら1000人への増加を目指す。

⑥より合理的な土地利用の推進

数値目標はなく、空き地・空き店舗のコミュ

ニティでの利用などが示されている。

⑦町を健全に運営していくための的確な体制

づくり

数値目標はなく、タウンマネージメントプロ

グラムを健全にマネージメントする組織体制の

確立を目指す。

3最後に

中心市街地再生を集約型都市構造の理念のも

とに実現するとしても、これまで拡散して拡大

した市街地を一挙に変えることは不可能である。

そのことは現在郊外に生活している多くの方々

の生活の便も考え、規制対象となる大規模集客

施設の規模を 1万ばとし、 3000ぱや5000ぱの規

模の商業施設などを規制対象としなかったこと

につながる。さらに将来は中心市街地再生によ

る都心居住と拡散郊外市街地再生による郊外居

住の優れた 2つのタイプの居住地を作り出し、

選択性の高い都市づくりを進めることを追求す

る必要があると考える。

また中心市街地再生のための成果指標の整備

が重要であり、それぞれの地区の特性に応じて

成果指標を組み立てるための支援が何らかの形

で必要と考える。アメリカのメイン・ストリー

ト・プログラム、イギリスのタウン・センタ

ー・マネジメントが参考となる。

さらに「よく判断された」結果として、現在

の中心市街地以外に都市の中心を定める選択、

たとえば大規模集客施設を中心に多くの都市機

能を集約させて中心拠点を創出することもあり

えると考える。もっとも、そのことは市場メカ

ニズムで立地が動く大規模集客施設が、これま

で心配されているような焼畑農業的行動はしな

いということが大前提になる。
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エディトリアルノート

住民税と固定資産税は市町村の 利益を減らすほうがよいというこ みをもたらさないと仮定している

基幹税であり、合わせると市町村 とになる。 が、実際には、労働供給の歪みを

税収の85%以上を占める。 1980年 第 3に、所得分配の公平性を考 もたらす。アメリカでの研究では、

代のパブもル期には、固定資産税評 慮、に入れている。住民税と比較し 所得課税のもたらす死重損失のほ

価額が過小であることが地価の高 て固定資産税が逆進的であれば、 うが固定資産税のもたらす死重損

騰を招いているという議論が多か 最適な固定資産税率は低くなり、 失より大きいという結果を得てい

った。このような議論を受けて、 逆であれば、高くなる。 ることが多しユ。

評価額を上げてきたことが、固定 実証分析においては、第 Iに、 第 2に、賃貸住宅の家主の厚生

資産税の比重が上がってきた理由 固定資産税の実効税率が、高齢化 が最適税制の設計において無視さ

である。平成16年度には、固定資 率が高い市町村ほど、また人口密 れるとしているが、日本において

産税が市町村税収に占める割合は 度が低い市町村ほど高くなってい は古くからの地主が借家を供給し

40.3%で、住民税の46.2%に迫っ るという結果を得ている。第2に、 ていることが多いので、家主たち

ている。 税が累進的であるか逆進的である の地方政治における影響力は大き

中神康博論文（「都市税制と経 かについては、税収の所得弾力性 い。彼らの声が無視されるケース

済効果J）は、市町村税において、 が高いほど累進的であるという仮 は少ないものと思われる。

住民税と固定資産税の比率がどう 定を置いて、市町村のクロスセク ⑨ 

あるべきかを理論的に分析し、そ ション・データから住民税と固定 一昔前は、オフィスが住宅地に

れを日本の市町村データに適用し 資産税の所得弾力性を計測してい 浸食してくることが問題にされ、

ている。 る。その結果、高齢化が進んで、い それを阻止するための土地利用規

中神論文が考慮、している要因の る市町村ほど、また、人口密度が 制強化が叫ばれていた。最近では、

主要なものは以下の 3点である。 低い市町村ほど、住民税から固定 オフィスから住宅への転換が増え

第 1に、固定資産税は土地だけ 資産税へのシフトがマイナスの再 ていることを見ると隔世の感があ

ではなく建物部分にも課税される 分配効果をもっという結論を得て る。

ので、不動産市場に歪みをもたら いる。 清水千弘・唐渡広志論文（「土

す。このことによって、効率性の 市町村税において住民税と固定 地利用の非効率性の費用J）は、
ロス（死重損失）が発生する。こ 資産税のバランスがどうあるべき 東京都区部の事務所市場において、

れに対して、住民税は効率性を損 かはきわめて重要で基本的な問題 その物件が住宅であったとした場

なわないと仮定している。この要 である。この大問題にアプローチ 合の収益を計算し、それを事務所

因しか存在しなければ、固定資産 する理論的な枠組みを構築したこ としての収益と比較している。

税をゼロにし、住民税だけにする とは高く評価できる。もちろん、 社団法人全国宅地建物取引業協

のが最適になる。 野心的な試みであるだけに、今後 会連合会による事務所賃料デー夕、

第 2に、賃貸住宅は不在地主が の課題が数多く残されている。す 株式会社リクルートによる住宅賃

供給していて、不在地主の利益は べてをリストアップする紙幅はな 料データを用いてそれぞれの用途

最適税制の選択において考慮され いので、以下の 2点だけを指摘し の賃料に関するへドニック推定を

ないと仮定している。したがって、 ておく。 行なっている。これを土地建物利

固定資産税を上げて、不在地主の 第 1に、住民税は資源配分の歪 用現況調査による事務所ストック

10 季刊住宅土地経済 2007年春季号



に適用して、各サンプル地点にお ある。 集市街地においては約2.88%地

ける超過収益（事務所用途の収 この論文でいう土地利用の非効 価が低く、密集市街地では2.06

益住宅用途の収益）を計算して 率性は土地利用転換費用を無視し %低い。

いる。 ているので、スタンダードな経済 ②町丁目における燃化率が 1%改

1991年から2004年にかけての超 学における効率性の概念とは異な 善すると、重点密集市街地にお

過収益の動きを追うと、時間の経 っている。したがって、この論文 いては地価が0.006%上昇し、

過とともに超過収益が下がってき の結果から直接的に政府介入の必 密集市街地においては0.0036%

ていて、 2004年時点では全体平均 要性を議論するのは無理である。 上昇する。

で27.58%の事務所で超過収設が ⑨ ③密集市街地と非密集市街地との

負になっている。空間的には、と 危険な密集市街地は、東京や大 間の地価格差は町丁目別倒壊危

くに郊外部において超過収益が負 阪のような大都市圏においてもま 険度が高いと拡大する。たとえ

になっているビルが拡大している。だ多く残っている。密集市街地を ば、重点密集市街地の地価は、

土地建物利用現況調査は1991年 安全なものにするためには、避難 非密集市街地と比べて、倒壊危

度、 1996年度、 2001年度の 3時点 のための道路や公園の整備や延焼 険度レベル 2の場合には約3.25

のデータが利用可能であるので、 阻止のための耐火建築への建替え %低いだけであるが、倒壊危険

事務所から住宅に転換したビルと 等が必要である。こういった面的 度レベル 4の場合には約18.9%

そうでないビルとの比較も行なつ な整備には、巨額の資金と合意形 低くなる。

ている。ここでの結果は、用途転 成のための長い年月が必要である。④重点密集市街地における公園・

換が行なわれたビルほど超過収益 宅間文夫論文（「密集市街地の 教育施設面積が 1%増えると、

が小さいという自然なものである。外部不経済に関する定量化の基礎 地価が約0.017%上昇する。

パフ、ル崩壊後のオフィス賃料の 研究J）は、密集市街地で発生し これらの推定結果が小さすぎる

低下によって、住宅用途のほうが ている外部不経済の大きさを定量 のか大きすぎるのかについては議

事務所用途より収益率が高くなっ 的に推定している。こういった研 論があるところであろう。とくに、

ているということはよくいわれて 究は密集市街地整備の社会的使益 地価公示データを用いたことから、

いる。これを膨大なデータを用い を推計するための基礎として貴重 条件の非常に悪い地点が除外され

て客観的に検証したことは貴重な なものである。 ている可能性がある。密集市街地

貢献である。しかしながら、ここ 密集市街地は市町村全域に広が の問題は政策的にきわめて重要な

での分析は土地利用転換費用を考 っているわけではないので、より 問題であるので、家賃データ等の

慮していないことに注意が必要で 細かい単位のデータが必要になる。他のデータを用いた推定が行なわ

ある。建替えや権利関係の調整に 宅間論文では、町丁目単位のデー れて、実証分析が積み重ねられる

かかる膨大な費用を考えると、住 タを用いて精密な分析を行なって ことを期待したい。

宅賃料のほうが事務所賃料より高 いる。 (KY) 

くても、その差が十分に大きく、 被説明変数に公示地価を用いた

しかも長期にわたって継続すると へドニック推定によって、以下の

予想しなければ用途転換は行なわ ような推定結果を得ている。

れないし、行なうことは非効率で ①非密集市街地と比べて、重点密

エディトリアルノート II 



研究論文

都市税制と経済効果

中神康博

はじめに

住民税と固定資産税は、市町村税収に占める

割合が平成16年度ではそれぞれ46.2%、40.3%

で、市町村財政においてきわめて重要な役割を

担っている。これを時系列データでみると、

「バブル」経済の崩壊以降、固定資産税の重要

度が住民税に比して次第に増大していることが

わかる（図 1）。住民税と固定資産税の標準税

率は中央集権的にコントロールされてはいるが、

固定資産税の場合その評価額は自治体に裁量の

余地があり、実際は固定資産税の実効税率は地

域によって大きく異なるとされる。

一方、少子高齢化が進むなか、わが国の財政

状況は深刻な局面にあり、財政再建はまったな

しの状態である。固と地方の長期債務の合計残

高は平成16年度末には730兆円を超え、その額

はGDPの1.5倍近くにも及ぶ。ところで、財

政赤字を減らすには歳出を減らすか歳入を増や

すしかない。そのためには、固と地方の役割分

担、税源割当て、政府間トランスファーなど固

と地方の政府間財政関係を再検討し、納税者の

受益と負担をできるだり近づけ、無駄な支出を

減らす努力が必要となる。その意味で、昨今の

分権化の流れは注目に値する。小泉内閣は、税

源移譲、地方交付税、国庫支出金を三位一体と

して改革論議の湖上にのせた。さらに、歳出削

減をその大きな目的として、平成の大合併と称

して市町村の吸収合併が急ピッチで進んでいる。

3000あまりあった市町村の数は、平成18年4月
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1日には2000を下回った。

このように少子高齢化を背景に行財政の両面

から地方分権化を進めていくなかで、住民税と

固定資産税を中心とする現行の市町村税制はき

わめて重要な意味合いをもっ。なぜなら、住民

税は所得を課税ベースとするのに対し、固定資

産税は資産としての住宅を課税ベースとするか

らである。しかも所得分布と住宅の資産分布は

必ずしも一致するものではない。したがって、

地方公共サービスをファイナンスするうえで住

民税と固定資産税のいずれに重心を置くかは、

効率性だけでなく公平性という観点からもとて

も興味深い。この点を分析することが本稿の主

たる目的である。

一般に住民税の場合は労働サービス需要を通

して、また固定資産税の場合は住宅サービス需

要を通して税の歪みを生じさせるI）。税の歪み

があるときの公共財の最適供給については

Pigou (1947）による古典的な分析があり、近

年では Diamondand Mirrlees (197la, 197lb) 

やAtkinsonand Stern (1974）によってより

綿密な分析が行なわれている。しかし、本稿は

税による効率性の問題だけに注目するのではな

く、税による分配効果についても注目したい。

その意味で、本稿は Sandmo(1998）や

Slemrod and Yitzhaki (2001）にその多くを

負っている。

また、固定資産税を扱うので、住宅市場を考

慮、する必要がある。固定資産税による地方公共

サービスの最適供給については多くの分析があ



るが2）、固定資産税の分配効果に注目した論文

としては Kim(1998）がある。その論文の第

4節において、不在地主による賃貸住宅市場と

持家市場が混在する場合の最適な固定資産税率

について議論しているが、本稿で扱うような問

題についてはふれていない。

さて、本稿の構成を述べよう。次節において

モデルの説明を行なう。第2節では、ある水準

の地方公共サービス供給にかかる費用を住民税

と固定資産税でファイナンスするとき、最適な

固定資産税率の水準について議論する。第3節

で、地方公共サービス水準を一定としたまま住

民税から固定資産税へシフトしたときの経済厚

生の変化について分析を行なう。さらに第4節

では、住民税から固定資産税へのシフトによっ

てどのようなコミュニティが経済厚生を改善さ

せ、あるいは悪化させるのか、 2000年の都市デ

ータを用いて実証的な観点から検討を行なう。

そして最後にまとめる。

lモデル

住民の行動

あるコミュニティに IlRの賃貸世帯と n。の持

家世帯が居住するものとする（以下の議論のた

めに総世帯数を nとすると、 n= IlR+noであ

る）。彼らは現在居住するコミュニティから移

動することができず、持家と賃貸の居住選択も

できないものとする。すべての住民は基準財と

してのその他の財x、住宅サービス h、そして

地方公共サービス zから効用を得ている。地方

公共財サービスは、例えば教育サービスや介護

図1 税収に占める割合

（%） 

60 

40 

固定資産税
20 

。
1970 1980 1990 2000 （年度）

なかがみ・やすひろ

1957年宮崎県生まれ。 1981年慶

藤義塾大学経済学部卒業。 1989

年カリフォルニア大学サンデイ

エコ校Ph.D。カナダ・サスカ

チュワン大学助教授などを経て、

現在、成践大学経済学部教授。

論文：“FourEssays on Housing 

Market Dynamics，，ほ力、。

サービスなどを想定している。住宅サービスは、

基準財としてのその他の財と土地から収穫一定

の技術によって生産される。ただし、賃貸住宅

サービスを供給する土地は不在地主によって所

有されているものとする。

また、コミュニティ政府はその他の財を購入

し、地方公共サービスを供給する。地方公共サ

ービス 1単位当たりの価格を cとする。地方公

共サービスを供給するために、コミュニティ政

府は住民税と固定資産税によってファイナンス

する。住民税と固定資産税率をそれぞれtとr

とする。住民税と固定資産税の課税ベースは、

それぞれ所得と住宅サービスに対する消費額で

ある。固定資産税の課税ベースは、実際は住宅

の資産価格であるが、議論を簡単にするために

フローとして取り扱っている。

YIは住民iの所得で、外生的に与えられてい

る。したがって、住民税による労働サービスの

供給への影響は無視する。住民の効用関数は、

u (x, h, z) = U(x, h)+G (z）の形状をしており、

問題を解くうえでの望ましい性質を備えている

ものと仮定する。住宅サービスの消費者価格と

税引き後の価格をそれぞれq,pとする。すな

わち、 q= (1 +r) pなる関係がある。賃貸住宅

世帯iは、 X十qh= (1 t) y1なる予算制約のも

とで効用を最大にするように、その他の財と住

宅サービスに対する消費量を決定する。この最

大化問題を解くことにより、住宅サービスに対

する需要関数h(q, (1-t) y1）、また間接効用関

数v(q, (1 t) y¥ z）が導かれる。住民の効用関

数の形状から、地方公共財サービスは住宅サー

ビスに対す需要に影響を及ぼさない。
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持家世帯も基本的に賃貸住宅世帯と同じよう

に行動する。ただし、持家世帯iの予算制約は、

賃貸世帯とは異なり、 x+qh= (1 t) y1+g1 

( r）である。ここで、 g1(r）は住宅のキャピタ

ル・ゲインを示す。 hi事を既存の住宅サービス

に対する需要、 p＊をその価格とすれば、 g1( r) 

= (p p*) hiホが成り立つ。なぜなら、住宅サ

ービス価格について完全予見が成立している限

り、既存の住宅サービスに対する需要は新規の

望ましい需要に一致するからである。したがっ

て、持家世帯の住宅サービスに対する需要関数

はh(q, (1-t) Y1十g1( r ））、また間接効用関数は

v(q,((l t)/+g1(r),z）となる。議論を簡単

にするために、キャピタル・ゲインには課税さ

れないものとする 3）。

さて、住宅サービス市場における均衡条件は、

~iERh (q, (1 t) y1)+ ~iεoh (q, (1 t) y1 
(1) 

十g1(r)) = H (p) 

である。 H(p）は住宅サービスの供給関数であ

る。住宅サービスの生産関数は一次同次関数を

仮定しているので、住宅サービス市場が完全競

争的であれば、住宅サービス供給関数は税引き

後の住宅サービス価格pに依存する。左辺は

コミュニティ全体の住宅サービスに対する需要

量であるから、住宅サービス市場における均衡

の条件は市場全体の住宅サービスに対する需要

量と供給量が等しいというものである。この均

衡条件から住宅サービスの均衡価格を住民税と

固定資産税の税率の関数、すなわち p( r, t）と

して解くことができる。また、そのとき消費者

価格は q( r, t）二（l+r)p(r,t）となる。

次節以降の分析のために、比較静学を行なっ

ておこう。住宅サービスの均衡価格p( r, t）を

(1）式に代入してそれぞれの税率で偏微分すると、

立旦 A生
3τv  LI 

jトレ（1十r)hγn雨。 (2) 

立旦 _ _Q_金工
at LI 
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2旦 一立士tl_些立
at LI 

を得る九ここで、 L/=(l+r)(hεs-hεct)

。。αεyh。である。なお、 εd、εy、εsは、それぞ

れ住宅サービスに対する需要の価格弾力性、同

じく所得弾力性、住宅サービス供給の価格弾力

性である。また、 αは住宅サービス支出の所得

に占める割合、 θnは持家世帯数の総世帯数に

占める割合、すなわちno/nである。以下、変

数の上のパーは平均を意味し、また変数に下付

き文字Oもしくは Rがある場合はそれぞれ持

家世帯、賃貸住宅世帯のものであることを示す。

政府の行動

コミュニティ政府は、住宅サービス市場が均

衡していることを考慮に入れつつ、政府の予算

制約のもとで住民の社会的厚生関数を最大にす

るように政策変数を決定する。これが正当化さ

れるためには、政府はコミュニティに居住する

すべての住民の選好を知っていると仮定する必

要がある。この前提とは異なり、 Kim(1996) 

は中位投票者が政策変数を決定するモデルを展

開している。日本においても後者の可能性につ

いて実証研究が進んでいるが、ここでは前者の

立場をとった九

コミュニティ政府の歳入は、住民税と固定資

産税を主とする税収だけではない。実際には、

地方交付税や国庫支出金、そして地方債などの

発行などによって歳入が埋められている。しか

し、これらの歳入は中央政府によってコントロ

ールされているので、ここでは、コミュニティ

政府を外生的な変数として取り扱うものとしよ

うへまた、理論分析を簡単にするために、こ

こではこれらの歳入はゼロであると仮定する。

すなわち、コミュニティ政府の予算制約は、

rpH (p)+tY = ncz (3) 

とする。ここで、 Y三~iERY1十 ~Iεo／である。

左辺第I項は固定資産税による税収、第2項は

住民税による税収である。地方公共財サービス

を1単位供給するのに cだけ費用がかかるので、



右辺はコミュニティ全体の地方公共財サービス

に対する支出である。

コミュニティ政府は、コミュニティの社会的

厚生関数を最大化するにあたって持家世帯と賃

貸世帯を区別することはせず、平等に扱うもの

とする。社会的厚生関数は、

ここでIPとIPは、それぞれ住宅サービス

消費の分配特性と所得の分配特性を表す1ヘ例
えば住宅サービス消費の分配特性とは、各住民

の所得の限界効用の社会的評価をその住民の住

宅サービス消費が全体に占める割合によって加

重平均したものである。本稿のように、持家世

W=W(vλ …，vt，…Vnλvλ …，v凡…， 帯と賃貸住宅世帯を区別して取り扱う場合は、

Vno0) (4) 持家世帯と賃貸住宅世帯のそれぞれの分配特性

とする。 v人 Vi0はそれぞれ賃貸住宅世帯と持

家世帯の間接効用関数である。 W はすべての

間接効用の増加関数を仮定する。コミュニティ

政府は、政策変数の変更が住宅サービス市場の

均衡を通して住宅サービスの消費者価格や生産

者価格へ影響することを念頭に入れつつ、政府

の予算制約である（3）式のもとでコミュニティの

社会的厚生関数（4）式を最大にするように政策変

数を決定する。

2最適な固定資産税率

コミュニティ政府は、政策変数として地方公

共サービス、住民税率、固定資産税率の 3つを

もっ九しかし、本稿では、地方公共サービス

水準を一定として、その費用を住民税と固定資

産税でファイナンスするとき、住民税と固定資

産税率の最適な水準はどのように決まるのかと

いう点について分析を行なう 8）。 Aをコミュニ

ティ政府の予算制約式に対するラグランジュ乗

数（地方公共サービス支出のシャド一価格、あ

るいはコミュニティの所得の限界効用と解釈す

ることができる）としてラグランジュアン関数

をLとすれば、最適化のための必要条件は以

下のようになる九

~ニ－HIPi;十日II3*

＋λ［vH十市 （1十εs)*J= 0 

oL h 円 IOD 
-at= HITす十HIT＆仇

YIIY+.A[rH(l＋εs）生十Y]= 0同

。L
二一［rpH+tY ncz] = 0 a.A 

にウェートをつけて足したものとして定義する

ことも可能である。ただし、そのときのウェー

トは、住宅サービス消費の分配特性であれば、

持家世帯、賃貸住宅世帯それぞれの住宅サービ

ス消費が住宅サービス全体に占める割合で、持

家世帯であれば 8h( = Ho/H）、賃貸住宅世帯

であればI Fである。同様に、所得の分配

特性であれば、持家世帯のウェートはグ（＝

Y。／Y）、賃貸住宅世帯のウェートは l Fであ

る。

所得の限界効用の社会的評価は所得の上昇と

ともに逓減すると仮定するならば、必需品に対

する分配特性のほうが賛沢品よりも大きな値を

とる。なぜなら、必需品の場合、所得の限界効

用の社会的評価が大きい世帯ほど、全体に占め

る割合も大きくなるからである。この分配特性

の概念を用いることにより、固定資産税による

税負担の帰着が説明できる。すなわち、住宅サ

ービス消費の分配特性の値が大きいほど、住宅

サービスに対する固定資産税はより逆進的とな

り、所得の少ない世帯ほど国定資産税の負担が

大きくなる。同様に、所得の分配特性は、各住

民の所得の限界効用の社会的評価をその住民の

所得が全体の所得に占める割合によって加重平

均したものである。本稿では所得は外生的に与

えられており、住民税が労働供給を通して所得

に影響することはないと仮定しているので、所

得の分配特性もまた外生的に与えられたものと

して扱う。

住民税率と固定資産税率がコミュニティ政府

によって最適に決定されるとすれば、それぞれ

の税率の変化がもたらすラグランジュ乗数は一

都市税制と経済効果 15 



致しなければならない。この条件を、（2）式の比

較静学の結果を用いて rについて解くと、

r＝一一
εs 

hl士亙亘二哩~－II＇）＋仮F瓦而-m'-II3)
（高f-Y）百(Ilh-Il'）十町志＋否両II'

を得る II）。もし、住宅サービス消費の分配特性

が所得の分配特性と一致するならば、最適な固

定資産税率は（1／，εs)(IPR/ITりとなって、コミ

ュニティの状況に応じて Oと1／.εsの聞の値を

とる。つまり、最適な固定資産税率は、コミュ

ニティが持家世帯のみのときは O、逆に賃貸住

宅世帯のみのときは 1／，εsとなる。さらに、住

宅サービス消費の分配特性が賃貸住宅世帯と持

家世帯との間で一致するようであれば、 1／，εsに

賃貸住宅世帯にとっての住宅サービス消費が住

宅サービス全体に占める割合（1 θh）を乗じた

値となる。

コミュニティが持家世帯と賃貸住宅世帯いず

れかのみによって構成されている場合の最適な

固定資産税率を考察することによって議論はよ

り簡単となる。そこで、まずコミュニティが賃

貸住宅世帯のみから構成されるケースについて

みよう。 hと向、 αεyとy、αcyとhがそれぞ

れ相関していないという仮定のもとでは、上で

求めた最適な固定資産税率は

[R ＝上（εs＋石み（Il上且旦士重Ill
εs （亙瓦－1)err~ -mn十 ε~m;

となるo E~ は住宅サービスに対する補償需要

の価格弾力性で正の値をとることはない。補償

需要の価格弾力性がOでない限り、住宅サービ

ス消費の分配特性が所得の分配特性と一致する

ならば、最適な固定資産税率は 1／.εsである。

その理由は、 Kim(1998）が指摘したように、

住宅は不在地主によって供給されているので、

賃貸住宅世帯による租税輸出効果を反映したも

のと解釈できる。もちろん、一般には住宅サー

ビス消費と所得の分配特性は一致しない。住宅

サービス消費の分配特性が大きいほど、すなわ

ち固定資産税がより逆進的であればあるほど、
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最適な固定資産税率は低くなることが確認でき

る12),13）。

コミュニティが持家世帯のみから構成されて

いる場合の最適な固定資産税率は、

r~ -_l_ __Jεs-Ea)(IlS一郎）
εs （αεy-1) (ITS m;) ＋ ε~m; 

となる。住宅サービス消費の分配特牲が所得の

分配特性と一致するならば、最適な固定資産税

率は Oとなって、地方公共サービス支出はすべ

て住民税によってファイナンスされることにな

る。その理由は、固定資産税を課税することに

よって生ずる歪みの効果を反映して、持家世帯

にとっては固定資産税よりも住民税のほうが望

ましいからである。賃貸住宅世帯のみの場合と

同様に、住宅サービス消費の分配特性が大きい

ほど、最適な固定資産税率は低くなることが確

認できる。

3経済厚生の変化

前節では、地方公共サービスの水準を一定に

したとき、その費用を住民税と固定資産税によ

ってファイナンスするときの最適税制について

みた。しかし、実際には住民税と固定資産税、

いずれの税率も最適化されているわけではない。

地方公共サービスの水準を一定にしたまま、住

民税から囲定資産税へのシフトによるコミュニ

ティの経済厚生の変化は、社会的厚生関数をそ

れらの変数で全微分することによって求めるこ

とができる。結果は以下のとおりである。

dW = I HITh1;-+ HITs1;-J dr 
. (6) 
「 oa a円 1叶－HITす十HITS瓦－YITYI dt 

また、政策変数の変更は、コミュニティ政府の

予算制約を満たすように行なわれる。したがっ

て、（3）式を政策変数で全微分すると、以下の結

果を得る。



[pH十rH(1＋εゆJdr 

十［rH (1 ＋εs）普＋y J dt =0 

(7) 

地方公共サービスの水準を一定としたまま、

(7）式を満たすように住民税から固定資産税にシ

フトが行なわれたときのコミュニティの経済厚

生への影響は、（7）式の関係を（6）式に代入し、さ

らに（2）式の比較静学の結果を代入することによ

って、

dW 
dr 

凶 一一（8)
(ltr) (nEs ilcd）子 F瓦noy~ r (1 +cs) aEyy n 

[( Es(l+r）百子十（resl)ac可n+e＂瓦no-Y)(IJh-IF)

＋慌~yt函0'nl(m-rrn十 rcs(ii€0'n十日子lm

＋（花s1）隔；Y-n十回-Y)IIl1

を得る。右辺大括弧の中は、 4つの項から構成

されている。第 1項は、住民税から固定資産税

へのシフトにともなうコミュニティ全体の再分

配効果である。そのシフトによる経済厚生への

影響は、住宅サービス消費と所得のそれぞれの

分配特性の大小関係に依存する。第 2項は、住

民税から固定資産税へのシフトにともなって生

ずる住宅サービス価格の変化にともなう持家世

帯にとってのキャピタノレ・ゲイン効果で、その

符号は持家世帯の住宅サービス消費と所得の分

配特性のギャップに依存する。第3項は、持家

世帯に固定資産税が課税されていることによる

歪みの効果で、固定資産税率がプラスである限

り、住民税から固定資産税へのシフトは経済厚

生を悪化させる傾向にある。第4項は、賃貸世

帯に固定資産税が課税されていることによる租

税輸出効果で、経済厚生への影響は固定資産税

率が最適税率よりも小さいかどうかに依存する。

コミュニティが持家世帯と賃貸住宅世帯いず

れかのみによって構成されている場合の経済厚

生への変化をみると、議論はより簡潔となる。

まず、コミュニティが賃貸住宅世帯のみのケー

スについてみよう。先と同様に、 hとεd、αεy

とy、αεyとhがそれぞれ相関していないとい

う仮定のもとで、コミュニティの経済厚生の変

化は

dWR 
dr 

［（一εs(1+ r）十（巴ー l）~） (m-ml 
(l+r）（瓦一εs)+( ffs 1）αεy 

（応 l）~ l 
一＝IHI(1十r)（~－ Es）十（r.εs 1）αεy J 

となる。右辺大括弧の中の第 1項は住民税から

固定資産税へシフトにともなう再分配効果で、

住宅サービス消費と所得の分配特性のギャップ

の係数は、その他の財が正常財である限り、正

の値をとる。したがって、住宅サービス消費の

分配特性が所得の分配特性よりも大きい限り、

換言すれば、固定資産税が課税されることによ

って賃貸住宅世帯の住宅サービス消費の逆進性

（累進性）が強いほど、住民税から固定資産税

へのシフトにともなう経済厚生は再分配効果を

通じて悪化（改善）する。一方、第2項は固定

資産税の租税輸出効果であるが、固定資産税率

が最適税率よりも低い水準に設定されている限

り、経済厚生は改善される。

同様に、コミュニティが持家世帯のみのケー

スについてみてみよう。このとき、 hとεd、

αεyとy、αεyとhがそれぞれ相関していない

という仮定のもとで、コミュニティの経済厚生

の変化は

dW0 
dr 

［（ εs川十百十匹寸一一 ms-ml(l+r)(.s~ 一 εs）十花sαεy

rεd ml 
(l+ r) （瓦 εs）十ffsαεy J 

となる。住宅サービス消費と所得の分配特性の

ギャップの係数は、その他の財が正常財である

限り、正の値をとる。したがって、先と同様に、

固定資産税が課税されることによって持家世帯

の住宅サービス消費の逆進性（累進性）が強い

ほど、固定資産税へのシフトにともなう経済厚

生は再分配効果を通じて悪化（改善）する。ー

都市税制と経済効果 17 



図2 実効固定資産税率と高齢化率との関係
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方、第2項の固定資産税の租税輸出効果をみる

と、固定資産税率が正の値をとる限り、コミュ

ニティの経済厚生は悪化する。

4実証分析

官頭で述べたように、住民税と固定資産税は

わが国の地方税収にとって重要な税源となって

いる。とくに固定資産税は、理論的にみても優

れた税源であるといわれる。しかし、少子高齢

化が加速するなか、国税における所得税から消

費税への移行は避けられず、地方税においても

その影響は必至である。前節では住民税と固定

資産税によって地方公共財サービスがファイナ

ンスされている場合、住民税から固定資産税へ

の変更が経済厚生に及ぼす影響について分析を

行なった。その結果、固定資産税率の水準と住

宅サービスと所得に対するそれぞれの分配特性

のギャップが経済厚生の変化に対して重要な役

割を担うことをみた。そこで、 2000年のデータ

をもとに、固定資産税の実効税率と所得と住宅

サービスの分配特性のギャップを示す指標を計

算し、住民税から固定資産税への変更によって

いかなる属性をもっコミュニティが経済厚生の

悪化を招くことになるのか検討しよう。

まず、固定資産の実効税率について計算しよ

う。本稿では、モデルを簡単化するために、固

定資産税の税源は、住宅サービスに対する支出

額、すなわちフローとしての固定資産課税とな

っているが、実際に固定資産税は資産価格を課

税標準にしており、資産課税の範轄に分類され
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図3 実効固定資産税率と人口密度との関係
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ている。したがって、本稿で議論されたように、

賃貸住宅市場において、最適固定資産税率が住

宅サービス供給に対する価格弾力性の逆数とい

うとき、資産価格を課税標準とする固定資産税

率はこの値よりもかなり小さくなることに注意

を要する 14）。

ところで、固定資産税率を定義することはそ

れほど簡単なことではない。わが国の住宅に対

する固定資産税は、一括して住宅に課税される

のではなく、土地とうわもの別々に課税され、

一般にうわものの実効税率は土地のそれに比べ

て低いとされる。固定資産税の標準税率は1.4 

%であるが、ここでは固定資産税の実効税率と

して、固定資産税収を評価額で除した値を用い

る。本来、固定資産の実効税率は、固定資産税

額を不動産の市場価格で除した値であるべきだ

が、都市の不動産の市場価値データが存在しな

いため、断念せざるを得ない。ただし、課税標

準は市場価格よりも低く設定されるため、ここ

で計算される実効税率は実際よりも過大に評価

される。

このようにして求められた実効税率は、最大

値1.33%、最小値0.37%で、平均0.71%である。

これは、予想されたように、標準税率の1.4%

よりもかなり低い水準となっている。これらの

値は、第2節で理論上得られた最適水準よりも

かなり低いことがわかる。実効税率と高齢者率

との関係をみよう。図2に、縦軸に各都市の固

定資産の実効税率、横軸にその都市の高齢化率

をとって散布図が描かれている。このグラフか



図4一分配特性のギャップと高齢化率との関係
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ら、高齢化率が高い都市ほど、実効税率が高く

なっていることがわかる。また、図 3の実効税

率と人口密度との関係をみると、人口密度が高

い都市ほど、実効税率が低くなっている。

次に、住宅サービス消費と所得の分配特性の

ギャップについてみよう。第3節においてそれ

ぞれの分配特性について説明したが、実際に計

算することは容易なことではない。そもそも

個々の効用関数だけでなく社会的効用関数を知

る必要があるが、それは困難で、ある。第3節で、

住宅サービス消費と所得の分配特性の値は、住

民税と固定資産税の累進性あるいは逆進性を測

る指標となることをみた。

ところで、税が逆進的であるか累進的である

かどうかを判断することは難しい15）。本稿では、

税収の所得弾力性が高いほど、より累進的であ

るとしよう。この考え方に立てば、所得と住宅

サービスの分配特性をそれぞれ住民税収と固定

資産税収の所得弾力性として定義し、その所得

弾力性の差をもって所得と住宅サービスの分配

特性のギャップとすることができる。

住民税収と固定資産税収の所得弾力性を都市

別に推計することは、データの不足からできな

い。いずれも市町村税として重要な税源ではあ

るが、その税率は地方税法によってコントロー

ルされている。したがって、各都市の住民税収

と固定資産税収の所得弾力性は、各都市の高齢

化や都市化の状況など都市の属性をコントロー

ルすれば一定になるという仮定のもとで、都市

データを用いて推計することができる。そこで

2000年のクロスセクション・データを用いて、

図5 分配特性のギャップと人口密度との関係
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住民税収と固定資産税収に対する所得弾力性を

推計した。都市サンプル数は、データが入手で

きなかった18都市を除き、合計652である 16）。

住民税収と固定資産税収の所得弾力性の推計を

行なう際に、説明変数として課税所得以外に、

課税所得と人口密度の交叉項、そして課税所得

と高齢者率の交叉項を加えた。高齢化と都市化

の進み具合が、住民税収と固定資産税収の所得

弾力性に大きく影響していると考えられるから

である。

住民税収の所得弾力性の推計結果は、以下の

とおりである。
／＼ 

log (IT) = 3.45十1.01*log (INC) 3.50* AGE 

( -18.51) (56.94) ( 3.65) 

十0.0050*log(DEN) *log (INC) 

(1.ll) 

+ 0.31 * AGE*log (INC) 

(3.49) 

R2 = 0.99 

さらに、固定資産税収の所得弾力性の推計結

果は、以下のとおりである。
／＼ 

log (PT) = 1.41十0.87*log(INC) 12必＊AGE

( 3.00) (19.43) ( 5.16) 

0.0045*log (DEN)*log (INC) 

( -3.97) 

十1.17*AGE*log (INC) 

(5.26) 

R2 = 0.94 

ここで、 ITは住民税収（円）、 PTは固定資産

税収（円）、 INCは課税対象所得額17) （円）、

AGEは65歳以上の占める割合（%）、 DENは

都市税制と経済効果 19 



人口密度（人／km2）である。また、カツコ内

の数値は t値を示す。

各都市の住民税と固定資産税それぞれの税収

に対する所得弾力性を litとIptとすれば、推計

結果から、

lit= 1.01 +0.0050*log (DEN)+0.31* AGE 

Ipt = 0.87 0.0045*log (DEN）十1.17*AGE

を得る。最後に、住宅サービスと所得の分配特

性のギャップIをI=Ipt Ltとして定義する。

図4と図 5に、分配特性のギャップと高齢化率

との関係、ならびに分配特性のギャップと人口

密度との関係がそれぞれ描かれている。これら

の図から、高齢化が進んでいる都市ほど、また

人口密度が小さい都市ほど、分配特性のギャッ

プは正の値をとる傾向にあることがわかる。

これらの結果をもとに、第3節で展開した、

地方公共サービスの水準を一定にしたまま住民

税から固定資産税へのシフトによる経済厚生へ

の影響を解釈すると、以下のようになる。まず、

住民税から固定資産税へのシフトは、持家世帯

の住宅サービス消費に対する分配特性が所得の

分配特性を上回る限り、住宅価格の低下による

キャピタル・ロスを招き、経済厚生は悪化する

傾向にある。つまり、高齢化率が高い地域ほど、

また人口密度が小さい地域ほど、キャピタル・

ロスの効果によって経済厚生の悪化を招く傾向

にある。

また、実際の固定資産税率は、最適税率より

はかなり小さい値をとる。したがって、賃貸住

宅世帯の場合は、租税輸出効果によって経済厚

生は改善され、その程度は高齢化率が高いコミ

ュニティほど、また人口密度が小さいコミュニ

ティほど小さくなる。なぜなら、これらのコミ

ュニティでは固定資産税率が高くなる傾向にあ

るからである。持家世帯の場合は、固定資産税

にシフトすることによって生ずる歪みが経済厚

生を悪化させ、その程度は固定資産税率が高く

なる傾向にある高齢化率が高く、人口密度が小

さい地域ほど大きし） 18）。

でみたように、住宅サービス消費の分配特性が

所得の分配特性よりも大きな値をとれば、住民

税から固定資産税へのシフトは経済厚生を悪化

させる。つまり、高齢化率が高い地域ほど、ま

た人口密度が小さい地域ほど、住宅サービス消

費と所得の分配特性のギャップは大きく、再分

配効果による経済厚生は悪化するのである。

このように、地方公共サービスを一定にした

まま住民税から固定資産税へのシフトが経済厚

生を改善させるかどうかは、再分配効果、キャ

ピタル・ゲイン（ロス）効果、持家に対する歪

み効果（マイナス効果）、租税輸出効果（プラ

ス効果）という 4つの効果の大小関係によって

決まる。それら 4つの効果には、持家世帯と賃

貸住宅世帯の比率だけでなく、高齢化率や人口

密度などコミュニティの属性が反映されるので

ある。

おわりに

本稿は、地方公共サービスの水準を一定とし

て、その費用を住民税と固定資産税でファイナ

ンスするとき、最適税率とはどのような水準に

決まるのか、効率性と分配面から分析を試みた。

さらに、税率が最適な水準に決まっていない状

態で、住民税から固定資産税へのシフトが図ら

れたとき、コミュニティの経済厚生にどのよう

な影響が及ぶかについて理論的な分析を試みた。

そして、 2000年における都市データを用いて、

どのようなコミュニティが住民税から固定資産

税へのシフトによって経済厚生が改善、あるい

は悪化するのかをみた。本稿で用いた理論モデ

ルは、強い仮定のもとで展開されており、必ず

しも現実をうまく反映しているものではない。

しかし、少子高齢化が進み、地方分権が叫ばれ

るなかで、地方税制のあり方はコミュニティの

経済厚生に大きな影響を及ぽすことが示された。

地方税制に関する規範的かっ実証的な分析を蓄

積していくことが今後ますます重要となろう。

最後に、再分配効果についてみよう。第3節 ＊本稿は、成媛大学アジア太平洋研究センターの研究
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助成による『日韓教育プロジェクトJに向けて用意さ

れた論文 Nakagami(2006）をベースに書かれたもの

である。これまで、住宅経済研究会や韓国KDISchool 

of Public Policy and Managementで開催されたコン

ファレンスにおいて発表を行ない、多くの方々から貴

重なコメントをいただいた。とりわけ、 Korea Insti-

tute of Public FinanceのJunghunKim教授からは、

コンファレンスの討論者としてていねいなコメントを

いただいた。もし、初期の論文から改善がみられたと

すれば、氏のコメントに拠るところが大きい。また、

本稿を書くプロセスにおいて成際大学経済学部の井上

智夫教授と吉田由寛教授とのディスカッションから多

くのヒントを得た。もちろん、本稿に誤りがあるとす

れば、それは著者の責任である。最後に、本稿は「大

平正芳記念財団」から研究助成を受けた著者自身のプ

ロジェクトの一環として生まれたものである。財団に

対し、記して謝意を表したい。

注

1）本稿では所得は外生的に与えられるものとし、住

民税による労働サービス需要への歪みは生じないも

のと仮定する。

2）代表的な文献として Eppleand Zelenitz (1981) 

とHenderson(1985）がある。

3）しばしば、持家世帯がこのようにモデル化される

ことがある。代表的な論文として、 Epple and 

Romer (1991）がある。

4）導出方法については Nakagami(2006）を参照さ

れたい。

5）例えば、その先駆的なものとして Doi(1999）が

ある。

6）実際には、中央からのトランスブァーが外生的な

ものではなく、内生的に決まるという側面もある。

本稿ではその点については考慮しない。

7）現行の地方税制では、住民税は地方税法等によっ

て中央集権的にコントロールされている。

8) Nakagami (2006）は、税率だけではなく地方公

共サービスも同時に最適化されるケース、さらに地

方公共サービスを 1単位増加させるのに必要な費用

を住民税と固定資産税それぞれでファイナンスする

ケースについても分析を行なっている。

9）導出方法については Nakagami (2006）を参照さ

れたい。

10）分配特性の詳細な説明は、 Boadwayand Bruce 

(1984）を参照されたい。

11）この結果は、 Kim(1998）の目的式、あるいは（40）式

に対応している。

12）その他の財が正常財である限り、 αEy-1<Oが成り

立つ。

13）その詳細については、 Nakagami(2006）を参照

されたい。

14）資産価格（ストック）を課税標準とする場合の国

定資産税率、住宅サービス支出額（フロー）を課税

標準とする場合の固定資産税率をそれぞれら、むと

すれば、五＝ ff・r/(1 訂）なる関係がある。

15）この点については Rosen(1999）を参照されたい。

16）データならびに実証分析の詳細については、 Na-

kagami (2006）を参照されたい。

17）この課税対象所得額は、給与所得であれば給与所

得控除額のみを差し号｜いた額、それ以外の所得であ

れば必要経費のみの差し号｜いた額である。

18）ただし、（8）式から明らかなように、いずれの効果

も所得の分配特性の大きさにも依存する。実証結果

によれば、高齢化率が高く、人口密度が低い地域ほ

ど所得の分配特性も大きくなることが示される。
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研究論文

土地利用の非効率性の費用

清水千弘・唐渡広志

l本稿のねらい：土地利用の非効率

都市再生や中心市街地の活性化が政策目標に

掲げられて久しい。これは、経済学的には、都

市内部において、土地に関する資源配分が適切

になされておらず、非効率性が存在しているこ

とを意味する。

このように、土地利用に非効率性が存在する

場合においては、土地利用転換や再開発を通じ

てより高い収益性を確保できる土地利用へと転

換していくことが予想される。しかしながら、

依然として、未稼働資産が多く見受けられるの

は、どのような制度上の歪みが市場に存在して

いるのであろうか。このような疑問に応えるた

めには、現在の土地市場における非効率性の状

態を正確に捕捉することが求められる。

そこで、本稿においては、 2つの実証分析を

実施する。第 1に、東京都区部の事務所市場に

着目し、土地利用の非効率性の程度を計測する。

第 2に、土地利用の非効率牲を解消するための

土地利用転換の様子を観察する。

2土地利用の非効率性と収益格差

企業・家計の立地と土地利用収益

土地市場においては、基本的には供給量が一

定であるために、希少な資源をどのように配分

う特殊性を持つがゆえに、個々の土地ごとにお

いて最適な土地利用が異なるといった特殊性を

持ち、さらに土地利用には外部性を伴うことか

ら、この問題を複雑にしている。

ここでは、土地市場が効率的であるならば、

それぞれの合理的な土地所有者は、もっとも高

い収益を獲得することができるような土地利用

を選択するものと想定する。さらに、本稿では、

土地利用強度の強い都市部を対象とし、問題を

単純化するために、事務所・住宅の 2つの用途

に限定し、モデルを設定する 1）。

また、 2つの土地利用を比較し、第 1期にお

いて収益率に格差が存在している場合には、将

来収益と転用コスト（撤去費用を含む）を加味

したうえで、より高い収益が得られるのであれ

ば、第2期にむけて用途転換が実施されるもの

と仮定する。現実的には、それぞれの土地所有

者が、それぞれの土地利用により獲得できる収

益に関する情報を持っていなかったり（情報の

不完全性）、高い転用費用が存在したりするだ

けでなく、土地建物利用規制や外部性が存在す

るために、利用転換にはさまざまな要素が相互

に関連している。

しかし、土地の再開発に関する研究である

Brueckner (1980）と Wheaton(1982）では、

一定の仮定のもとで最適な再開発が行なわれる

していくのかといった問題は、他の生産要素市 条件を次のように表現している。

場との比較においても、より重要な経済問題と VR ye二三O (1) 

なる。 ここで、 VRは再開発された不動産から得ら

しかし、土地は、同質の財が存在しないとい れる収入の割引現在価値、 yeは現在の用途か
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か。

ら生まれる不動産収入の割引現在価値である。

Munneke (1996）と McGrath(2000）は（1）式の

左辺で示された差分の値によって、再開発の確

率がどの程度高まるのかをプロビット・モデル

を利用して推定している（データはどちらもシ

カゴ市の不動産）。結果は、どちらの研究も(1)

式の仮説を支持するものであった。

一方、バブル崩壊後の東京都心部では空室の

増大による事務所賃料の低下や、地価下落によ

る都心回帰の傾向によって、事務所より住宅の

賃料のほうが高くなる逆転現象（いわゆる「レ

ントギャップ」）が観察された。土地市場が効

率的であるならば、合理的な土地所有者はより

高い付け値地代が支払われる用途を選択するは

ずであるから、こうした状況の長期化は事務所

から住宅への用途転換のインセンティブを与え

る。

そこで本稿では、事務所・住宅の 2つの用途

に限定した場合の土地利用選択を考え、事務所

および住宅家賃関数の推定を通じて東京都心部

の土地利用の非効率性の費用を観察することに

よって、土地利用の用途変更ノfターンとどのよ

うな関連性があるのかを分析する。

収益格差の推計モデル

本稿では、土地利用の非効率性の費用を測る

ために、現在の土地利用のもとで発生している

収益と他の土地利用に転換した際に獲得できる

収益を比較して、後者が超過しているときの超

過収益分を「機会損失jであると定義する。

はじめに、東京都区部における事務所市場の

からと・こうじ
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程修了。 2002年4月より富山大
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チによる集積の外部経済の計

調IJJほか。

非効率性を住宅市場との対比において測定する。

そのため、まず、比較のベースとなる東京都区

部の事務所用途に対する付け値関数を推定する

ことからはじめる。事務所賃料は、需要者であ

る企業の立地行動の帰結として決定されるもの

であり、ビジネスコミュニケーションの利便性

や従業員の通勤のしやすさ、広さ等の職場環境

などによって決定される（Shimizu and Ni-

shimura 2006, Shimizu and Nishimura, forth-

coming）。

そこで、事務所賃料関数は、（2）式のように設

定する。

logRO/FS = ao+ ~a1h logXh十 ~a2i logZ, 

＋ ~a3j ・ LDj 十 ~a4k·RDk十 ~as1 ・ TD,

+c-
RO，，：オフィス賃料

RC;，：マンション賃料

xh ：主要変数

FS ：専有面積

WK ：最寄り駅までの時間

BY ：建築後年数

ACC：都心までの時間

乙 ：その他の変数

TA：総床面積

BS：バルコニ一面積

NU：総戸数

RT：市場滞留時間

BC：その他の建物特性

LD；：区ダミー（j= 0，・・， J)

RD，：沿線ダミー（k= 0，…， K) 

TD，：時間ダミー (I= 0，…， L) 

(2) 

また、本モデルでは、事務所市場とともに住
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表 1 事務所賃料データの統計分布

最小値 最大値 平均値 標準偏差

賃料 1,815.00 13. 310. 00 4,851.48 1,925.12 
（円／m')

契約面積 5.00 6, 174.00 264.02 309. 87 
(m') 

都心距離 1.00 50.00 12.46 6.25 
（分）

築後年数 0.00 55.00 16.19 10.29 
（年）

駅までの距離 0.00 33.00 4.13 2.91 
（分）

延床面積
38.00 49, 786.00 3,426.36 4,520.41 

(m') 

有効数＝13,147

表2→主宅賃料データの統計分布

最小値 最大値 平均値 標準偏差

賃料 1, 600. 00 13,300.00 3,248.26 824.90 （円／m')

専有面積 14.01 119. 97 41.03 20.63 (m') 

都｛；、距離
0.00 115. 00 10.53 7 .17 

（分）

築後（年年）数 0.00 29.00 9.26 7 .28 

駅までの距離 0.00 28.00 6.76 3.89 （分）

有効数＝488,348

宅市場との比較を行なう 2用途モデ／レを想定し

ている。そこで、住宅に対する付け値関数を推

定する。住宅においては、就業地への通勤のし

やすさといった都心までの接近性（ACC）や

最寄り駅までの距離（WK）、築後年数（BY)

とともに、構造などの建物特性や開口部の向き

などによって決定されるものと設定した。

さらに、住宅においては、単身者が中心に立

地するワンルーム系の集合住宅賃料と DINKS 

等の小規模世帯が立地するコンパクトタイプの

住宅賃料、大規模世帯が立地するファミリータ

イプ系の住宅賃料では、価格構造がそれぞれ異

なることが知られている。つまり、単身者・

DIN KS等の小規模世帯、子供と同居している

大規模世帯では立地選好が異なり、それぞれ異

なる付け値を持つ。そこで、 Shimizu, Ni 

shimura and Asami (2004）に基づき、これら

の立地特性を識別することができる次のような

モデル（3）式により推定する。

Dmrn: if FS豆30and Type = lR, lK 

then 1, others 0 

DmFa: if 60壬FSand Type = 2LDK, 3K, 
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3LDK, 4K, 4LDK then 1, others 0 

logRC/FS = ao＋苧1hlogXh十字az1logZ1 

十 ~a3；・ LD;+ ~aik ・ RDk + ~as1 ・ TD1

十~a伽 (logXh) (Dmrn,m) 

十静岡（I叫 h)(DmFa,n) ＋ε (3) 

このように推定された付け値関数に基づき、

推定された関数による理論値を利用して各建物

単位における収益格差を測定する。事務所スト

ックは、「土地建物利用現況調査」（東京都）の

データを用いた。

事務所市場の非効率性のコストを事務所建物

利用のときの住宅建物利用の収益に対する超過

収益に着目し測定する（（4）式）。

Excess Return (ER)11 ＝平（R011 RC1)(4) 

ERit :t時点i地点の超過収益

一般的には、事務所賃料と住宅賃料を比較し

た際には、住宅賃料よりも事務所賃料のほうが

高いという傾向にある。これを土地利用の選択

に伴う超過収益と考える。そのように定義する

と、 ERζOになると、住宅賃料が事務所賃料

を上回ったこととなり、非効率性が存在するも

のと考える。

3土地利用の非効率性の測定

データベースの構築

前節で設定したモデルを推定するために、事

務所賃料・住宅賃料および事務所ストックに関

する 3つのデータベースを構築する。

まず、事務所賃料データについては、社団法

人全国宅地建物取引業協会連合会によって調査

された1991年 1月から2004年12月までの賃料デ

ータを用いることとした。同データは、当該期

間における成約賃料で 1万3147件のデータが存

在した。

一方、住宅賃料デー夕刊こついては、『週刊

住宅情報・賃貸版』（株式会社リクルート）に

掲載された情報を用いた。 1991年から2004年12



表3ー賃料関数推定結果

事務所賃料関数

定数
FS：契約面積
BY：築後年数

W K：最寄駅までの時間距離
ACC 都心までの時間距離
TA：延べ床面積

SRC: SRC造ダミー

区ダミー
RD,(i = 0，…，I) 

沿L線D；ダ（］ミー
=O，…， J) 

時間ダミー
TD k = 0，ー，K)

Adj.R' = 0.608 
有効数＝ 13,147 

住宅賃料開数

定数
FS：専有面積
BY：築後年数
WK：最寄駅までの時間距離
ACC：都心までの時間距離

SRC: SRC造ダミー
DlF: 1階ダミー
DRl：ワンルームダミー
DRF：ファミリータイプダミー

DRl×FS 
DRl×WK  
DRl×BY 
DRl×ACC 
DRF×FS 
DRFX＼＼「K

DRF×BY 
DRFxACC 

区ダミー
RD,(i = 0，…，I) 

沿R線D；ダ，（ミー1ニ O，…， J)

時間ダミー
TD i = 0, ・・，K)

Adi. R' = 0. 758 
有効数＝ 488,348 

係数 t値
8.374 181.483 
0.190 59.102 

0.093 24 .174 
0.219 46.556 
0.112 25. 362 
0.051 16. 932 

0.199 34.020 

Yes 

Yes 

Yes 

係数 tイ直
0.253 -24. 999 

0.197 141. 297 
0.070 259.324 
0.034 70.827 

0.066 117 .539 

0.013 29.494 

0.042 76. 386 

0.706 94.008 
1.581 125.536 

0.263 123 .852 
0.011 14. 917 
0.025 63.409 

0.040 74.509 

0.403 137. 089 
0.004 4.966 

0.002 -3. 705 

0.035 ← 46.599 

Yes 

Yes 

Yes 

月までに48万8348件のデータが存在した。

事務所賃料、住宅賃料それぞれの要約統計量

を表 1、表2に示す。

最後に、事務所ストックについては、 1991年

度・ 1996年度・ 2001年度の 3時点における「土

地建物利用現況調査J（東京都都市計画局）を

利用した。同データは、建物単位で土地建物用

途が調査されており、 GISにより座標位置が

わかるだけでなく、土地建物利用状況・建物形

状も捕捉できる。 2001年度調査によると、東京

特別区内に、約167万棟の建物が存在している。

ここでは、店舗系や住宅併用系の事務所を除き、

図1－超過収益の分布2004年／東京23区

（円／m＇：月）
10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

0 
2500 0 2500 5000 7500 10000 12500 

標準偏差＝1563.22 平均三1051.9 有効数ニ52,890

事務所および銀行証券等の店舗に限定して分析

を行なった（同データの詳細は、清水2004参

照）。

賃料関数の推定

事務所賃料関数（2）式において、建物延床面積

(TA）、床面積（FS）、近接性（ACC）では賃

料に対して非線形な効果を持つことが予想され

るため、まず、 TA、FS、ACCをBox-Cox

変換したモデルとの比較を行なうために、 3つ

の変数を同一のパラメータ Aで変換（TAλ

-1/il）したモデルを非線形最小二乗法で推定し、

;l = 1または ;l= 0の制約を仮説とする尤度比

検定を行なった。 ;l= 1の帰無仮説に対する検

定統計量は2023.061で、カイ二乗分布における

確率値はきわめて Oに近く仮説は棄却される。

一方、 ;l= 0の帰無仮説に対する検定統計量は

1. 750で確率値は0.18588と高い値であり仮説を

棄却できない。よって、 ;l= 0の制約をおき、

変数を対数変換したモデルを選択することにす

る。なお、非線形推定における Aの推定値は

0.0152 （標準誤差は0.0081)であった。

続いて、住宅賃料関数（3）式においては、床面

積（FS）、近接性（ACC）を Box Cox変換

したモデルとの比較を事務所賃料関数と同様に

行なう。 2つの変数を同ーのパラメータ μで

変換したモデルを非線形最小二乗法で推定し、

μ=lまたは μ＝ 0の制約を仮説とする尤度

比検定を行なった。 μニ 1の帰無仮説に対する

土地利用の非効率性の費用 25 



図2一住宅賃料超過事務所の空間分布

A-1事務所の空間分布

A-2.住宅賃料超過事務所の空間分布（1995年）

検定統計量は128.550で、カイ二乗分布におけ

る確率値はきわめて Oに近く仮説は棄却される。

一方、 μ＝ Oの帰無仮説に対する検定統計量は

0.996で確率値は0.318と高い値であり仮説を棄

却できない。そこで、 μ＝ Oの制約をおき、変

数を対数変換したモデルを選択することにする。

なお、非線形推定における μの推定値は

0.00852 （標準誤差は0.00628）であった。

以上の結果に基づいて、最小二乗法により住

宅賃料関数を推定した（表 3）。

非効率性の推定

推計された事務所賃料関数および住宅賃料関

数を用いて、東京23区における事務所市場の非

効率性を測定する。ここでは、 1991年時点の事

務所建物のストックに着目する。つまり、 1991

26 季刊住宅土地経済 2007年春季号

A-3目住宅賃料超過事務所の空間分布（2000年）

A-4.住宅賃料超過事務所の空間分布（2004年）

年度を出発点として、超過収益で見た非効率性

の変化を1991年から2004年について追時的に分

析を行なうこととした。 1991年時点では、東京

23区において 5万2890棟の非木造の事務所建物

が存在している。

図1は、 2004年時点における超過収益の分布

を見たものである。全体平均で27.58%に該当

する事務所で超過収益が負となっていることが

わかる。

機会損失の規模に着目すると、 2004年時点に

おける機会損失の金額は賃料換算で359億8100

万円となり、資産市場での非効率性は、将来時

点に至るまで影響を及ぼすことから、割引率5

%で現在価値に換算すると、 7196億3300万円の

損失が発生していることがわかった。

続いて、超過収益が負となっている事務所の



表 4－土地利用パタ←ンの空間分布： 1991～1994年 表5 土地利用ノf夕←ン別・超過収益流列の統計量
（%） 

変化パターン 地域区分 1995年 2000年 2004年 事務所数

。←00 地域I 0.11 6.25 13.08 15,094 
地域2 1.13 13.03 20.69 9,504 
地域3 4.38 28.85 41.77 14,376 

小計 1. 93 16.24 25.52 38,974 

0-0 s 地域1 0.00 7 .54 16.12 769 
地域2 0.59 7. 78 13.22 681 
地域3 5.67 35.22 46.80 829 

小計 2.24 17 .68 26.42 2,279 

0-0-R 地域 1 0.00 14.59 26.49 185 
地域2 2. 72 19.07 29 .18 257 
地域3 4.78 31.59 45.15 649 

小計 3.48 25.76 38.22 1,091 

0-R-R 地域 l 0.30 12.24 21.49 335 
地域2 3.17 23.86 36.55 788 
地域3 6.94 37.09 50.50 1,685 

小 計 5.09 30.41 43.13 2,808 

oss 地域 1 0.12 10.83 19. 72 2,409 

地域2 1.09 12.45 19.44 1,919 

地域3 6.36 32 .14 45.57 3,410 

小計 3.11 20.63 31.04 7, 738 

J仁台1、 計 2.33 17 .89 27 .58 98, 042 

注） 1991年時点の事務所数を基準とした割合。

空間分布を GISにより観察すると、 1991年か

ら2004年にかけて、とくに郊外部において追時

的に超過収益が負のビルが拡大していく過程が

わかる（図 2）。

4土地利用転換と転換コスト

超過収益と土地利用転換

続いて、超過収益の変化と土地利用の変化の

様子を分析した。機会損失が発生すれば、現状

の土地利用を転換して、より収益の高い土地利

用を選択していることが予想される。このこと

は、 Munneke(1996）と McGrath(2000）ら

の一連の再開発の研究によって実証的に示され

ている。そこで、都区部の事務所市場での土地

利用の変化を調べるために、 3時点5年ごとに

(1991年・ 1996年・ 2001年）建物単位の土地利

用転換の様子を調べた。ここで、建物用途を、

0：事務所

R：共同住宅

s：事務所・共同住宅以外の用途

の3つに分類し、 1991年時点で事務所用建物で

あったものがどのように転換されていったかを

変化ノf 1996～ 2001～ 1996～ 
事務所数ターン 2000年 2004年 2004年

0 0-0 3,242.95 1,524.57 2,467.79 
38,974 (2' 242 .11) (I, 697. 21) (I, 994.12) 

O O R  2,343.56 869.53 1,678.77 1, 091 
(I, 855. 89) (I, 415. 26) (1,654.88) 

ORR  2 184.87 765.62 1,544.81 2,808 (1,886.19) (I, 431. 63) (I, 679. 02) 

注）（ ）内は標準偏差。

観察する。例えば、 1991年に事務所（0）で、

1996年時点でも事務所（0）であったが、 2001

年時点で共同住宅（S）に用途換えされていた

場合、この変化パターンを O0 Sと記すこと

にする。本稿では、 0 0-0、O 0 S、0-0R、

0-R-R、Os-sの5パターンに注目して、機

会損失の発生割合との比較を行なった。さらに、

特別区を以下の3つの地域に分類した。

地域 1：千代田区、中央区、港区

地域2：新宿区、文京区、台東区、品川区、

渋谷区

地域3：上記以外の15区

このような土地利用の変化を地域別に見たもの

が表 4である。具体的には、 1991年時点で事務

所用建物であった23区内の全建物（ 5万2890

棟）のうち、機会損失が発生している建物の割

合を建物の変化ノfターンごとに集計した。

全建物（ 5万2890棟）のうち、 1991年・ 1996

年・ 2001年の 3時点にわたって事務所として利

用されている建物（0 0-0）の数は 3万8974

棟であり、全体の74%になる。また、途中から

共同住宅（R）に切り替えられた建物は 0 0-

Rが1091棟（全体の 2%）、 O R Rが2808棟

（全体の 5%）である。

1995年時点で0 0 0パターンの建物のうち

機会損失を発生させている割合は1.93%であっ

たが、その後この割合は増加し、 2004年時点で

は25.52%にもなっている。 00 0ノfターンの

推移と 00-Rパターンの推移を地域全体で比

較すると、概して 0-0-Rパターンでは高い機

会損失の発生割合が観察されている（2004年時

点で38.22%）。また、 O R Rパターンとの比

土地利用の非効率性の費用 27 



図3 超過収益流列の統計分布

81超過収益流列の統計分布： O0-0 ( 1996-2000年）
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82超過収益流列の統計分布： 0-R-R( 1996-2000年）
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較でも顕著である（2004年時点で43.13%）。機

会損失の発生割合が高いということは、住宅用

建物として利用したほうが高い収益が期待でき

ることを意味しているから、 0 0-R、O RR  

パターンの建物でこのような傾向が観察される

のは期待どおりの結果である。

地域別の傾向を見てみる。地域 lはもっとも

都心に位置する 3区、地域 2はその周辺区、地

域 3はそのさらに外周区である。すべてのパタ

ーンにおいて共通しているのは、地域 1、地域

2、地域 3の順で機会損失の発生割合が高まっ

ている点である。また、 O0 Rノfターンと O

R Rパターンを比較すると、地域 lでは 0-0-

Rパターンのほうが、また、地域2、地域3で

はOR-Rパターンのほうが機会損失の発生割

合が高いことが観察できる。

C1超過収益流列の統計分布： 0-0-0(2001-2004年）
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C1超過収益流列の統計分布： 0・0(R2001-2004年）
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の関係に焦点を当てる。

土地利用転換は、過去の収益流列から将来の

収益流列を予測した上で、将来の割引現在価値

と転換コストを比較のなかで事業実施の判断が

行なわれるものと考えられる。ここでは、 1991

年から1996年にかけて事務所用途から住宅用途

に転換された O R-R、1996年から2001年にか

けて転換された O0 Rと、 3期間ともに事務

所用途として継続された 0-0-0の3つの土地

利用転換ノfターンを持つ事務所ビル群に着目し

た。

まずは、 1996年から2000年にかけての 5年間

の超過収益流列の統計量、 1996年から2004年に

かげでの 9年間の超過収益流列の統計量、およ

び2001年から2004年にかけての 4年間の収益流

列の統計量を計算した（表 5）。これは、土地

利用の転換には、将来の収益流列を予測して実

利用転換のコスト 施するものと考えられるため、転換後、 5年間

上記の分析を通じて、土地利用の非効率性の （または10年間）の収益流列がどのような統計

程度を計測し、非効率性を解消するために実施 分布であったのかを確認することを目的として

された土地利用転換のパターンが明らかになっ いる。

た。ここでは、非効率性の程度と土地利用転換 まず、もっとも長い期間の収益流列を見た
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1996年から2004年にかけての平均値は、 00 

0においては2467円／ぱに対して、 0-0Rで

1678円／ぱ、 0-RRで1544円Im＇と小さくなっ

ていくことがわかる。 O R Rについては、

1996年時点ですでに住宅用途に転換されていた

が、 1996年から2000年にかけての 5年間の収益

流列の平均は2184円と、 0-00よりも1058円／

ぱ程度低くなっていたことがわかる。 O 0 R 

については、 2001年時点で住宅用途に転換され

たが、その後の 4年間（2001年から2004年）の

収益流列の平均が869円となっており、 000  

と比較して759円／ぱ低くなっている。

続いて、期間別の超過収益の統計分布を見た

（図 3）。

1996年時点に、土地利用転換を行なった O

RR（図 3 B2）、 2001年時点に土地利用転換

を行ニなった 0 0-R （図 3← C2) ともに、 0 0 

-0 （図 3~Bl、 Cl) と比較すると、土地利用

転換を実行したビル群で超過収益が小さくなっ

ていることがわかる。

このことは、 Munneke (1996）と McGrath

(2000）らの一連の再開発を支持する結果とな

った。

5残された課題

以上の一連の分析を通じて、東京都区部にお

ける事務所用途の土地利用において、非効率性

が存在していることがわかった。

さらには、その非効率性を解消すべく土地利

用転換が進められている様子も合わせて理解さ

れた。

その一方で、もっとも土地利用強度の強い東

京23区における事務所市場においても、土地利

用の非効率性は依然として残っており、現在、

その調整過程にある。このような問題の解決に

は、強い政策的な介入が必要とされよう。

この政策的な問題については、今後の課題と

したい。

2王

1）現実の土地市場では、それぞれの土地利用の外部

性を制御するために、土地利用規制が存在する。し

かし、工場や都市農地に対しては、強い制限が存在

しているが、事務所・住宅聞の用途転換は、建築基

準に関する制限は存在するものの、土地利用制限は

弱い。そのため、ここでの仮定は、現実的であると

考える。

2）賃貸住宅ストックの多くは、依然として S造等の

アパートが中心である。ここでは、事務所建物と対

比することを目的としていることから、分析データ

をRC造、 SRC造の建物だけに限定した。
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研究論文

密集市街地の外部不経済に

関する定量化の基礎研究

宅間文夫

はじめに

国土交通省は、重点的に整備すべき密集市街

地が全国に約8000ha、東京都と大阪府にそれ

ぞれ約2300ha存在すると公表している I）。

密集市街地は、一般に、狭い敷地に老朽化し

た建築物が建っており、居住環境が劣悪である

といわれている。この点だけであれば、良質の

住宅に建て替えることで解決できる可能性があ

る九しかしながら、道路幅員が狭く、狭小敷

地が密集し、公園等のまとまった土地が少ない

密集市街地には、一敷地の建替えで解決するこ

とができない外部不経済が存在する。例えば、

大規模な火災などのための広域避難場所の確保

や避難路の安全性の問題、延焼を阻止するため

の耐火建築への建替えや区画道路・公園等の整

備が進まないことによる防災上の問題、および

狭い道路幅員や敷地の接道不良による防災・防

犯活動を妨げる問題などである。これらの複合

的に発生する外部不経済の解決には、一敷地の

点的な建て替えでは対応できず、密集市街地の

面的な整備が必要となる。

平成15年度住宅需要実態調査（国土交通省）

によると、居住者が住宅に対する不満としてあ

げたものには、「地震・台風時の住宅の安全性」

(49.6%）、「火災時の避難の安全性」（42.2%) 

と住宅の防災面への不満が大きいだけでなく、

「まわりの道路の歩行時の安全J(42.4%）、「火

災・地震・水害などに対する安全」（39.2%)

等、住環境に関する防災上の不満も高い水準に
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達しており、近年、防災や避難路に対する安全

性は居住環境の重要な要因として強く意識され

ている。すなわち、居住地の選択にあったって、

防災上安全な地域であるかどうかが重要な選択

要因のひとつであると考えられる。したがって、

居住者の立地選択行動が土地需要を通して、防

災や避難路に対する安全性等の居住環境が地価

に影響を及ぼしていると考えられる。この密集

市街地の外部不経済と地価の関係を定量的に明

らかにすることは、密集市街地において、外部

不経済を抑制するさまざまな施策を評価する際

に重要であると考えられる。

近年、住環境価値の定量化に関する経済学的

アプローチによる先行研究が多数ある（例えば、

金本・中村・矢津1989、浅見・高2002、山鹿・

中川・粛藤2002、膏藤2005）が、密集市街地に

関する先行研究は工学的アプローチが多数を占

めている。工学的アプローチの先行研究は、①

密集市街地の特性把握、②密集市街地の空間分

布の把握、③密集市街地の防災対策、その支援

システム構築、④阪神・淡路大震災後の密集市

街地の復興検証、等々の研究に大きく分けられ

る。これらの研究は密集市街地の把握や将来の

望ましい姿を議論するには有益で、あるが、どの

ような施策で密集市街地を再整備していけば良

いのかという議論にはあまり寄与しない。施策

選定の評価に際しては、密集市街地の住環境に

関する価値、あるいは外部性の定量的な把握が

不可欠である。浅見・高（2002）は、密集市街

地を想定して敷地細分化や道路拡幅の効果をへ



ドニック・アプローチで分析しており、経済学

理論に基づいた数少ない先行研究のひとつであ

る。本稿の特徴および目的は、国土交通省の密

集市街地定義から密集市街地の町丁目を独自に

抽出し、密集市街地で発生している外部不経済

の大きさを定量的に明らかにすることである。

以下、第 l節では国土交通省の密集市街地定

義から密集市街地の実態を把握し、第2節で実

証モデルの構築と推定を行なう。

l密集市街地の実態

密集市街地の整備方針と定義

国土交通省は密集市街地3）の整備に関して以

下のように取り組んでいる。

「第八期住宅建設五箇年計画」（平成13年 3

月13日閣議決定）において、「緊急に改善すべ

き密集住宅市街地J（以下、密集地と略記する）

の定義（表 1）を公表し、「地震等の災害等に

対する安全性を高めるとともに、居住の快適性

の向上を図る観点に立った住宅及び住宅市街地

の整備」を促進するために密集市街地の整備を

強力に進めている。

さらに、平成13年12月の都市再生プロジェク

ト第 3次決定では、地震時等において大規模な

火災の可能性の高い危険な密集市街地（全国約

表 1 緊急に改善すべき密集住宅市街地の定義

緊急に改善すべき密集住宅市街地は、（1）の住宅市街地

の密集度の基準に該当するもののうち、（2）の倒壊危険性

または（3）の延焼危険性等の基準に該当するもの（これら

と同等の水準を規定すると認められる基準に該当するも

のを含む）とする。

80戸／ha以上の住宅が密集する一団の市

基準（1)
街地であること（市街地の街区の特性を

勘案して 1戸当たりの敷地面積が著しく
住宅市街地

狭小な住宅（ 3階建て以上の共同住宅を
の密集度

除く）が大半（2/3以上）を占める街区

を含むものに限る）

基準（2) 大規模地震による倒壊危険性の高い住宅

倒壊危険性 が過半を占めていること

基準（3)
耐火に関する性能が低い住宅が大半（2/

延焼危険性

および避難、
3以上）を占めており、かつ、幅員 4m

消火等の困
以上の道路に適切に接していない敷地に

難性
建つ住宅が過半を占めていること

出所）国土交通省資料をもとに作成。

たくま・ふみお

1971年生まれ。 1993年熊本大学

工学部土木環境工学科卒業、

1999年東北大学大学院情報科学

研究科人聞社会情報科学専攻博

士課程後期修了。株式会社三菱

総合研究所、明，毎大学不動産学

部講師を経て、 2006年4月より

同大学不動産学部助教授。

8000ha）を、今後10年間で重点的に整備する

ことにより、市街地の大規模延焼を防止し、最

低限の安全性を確保することを課題としている。

これを受けて、国土交通省では「地震時等に

おいて大規模な火災の可能性があり重点的に改

善すべき密集市街地J（以下、重点密集地と略

記する）を把握し、平成15年7月にとりまとめ

結果の公表を行なっている。なお、重点密集地

は表2の定義に従って把握されており、東京都

は町丁目単位で公表4）されている。

表2 地震時等において大規模な火災の可能性があり

重点的に改善すべき密集市街地の定義

緊急に改善すべき密集住宅市街地のうち、今後10年以

内に最低限の安全性（不燃領域率40%以上または木防率

2/3未満）を確保することが見込めない、一定の規模要

件（ 1 ha以上）を満たす市街地。ただし、地域の実情

をふまえるため以下を考慮する。

〈追加〉前述の不燃領域率等による抽出基準を満たさな

いものの、道路条件が不良、権利関係が複雑等によりこ

れ以上の建物の更新が見込めないもの等、最低限の安全

性を確保するため重点整備が必要なもの

〈除外〉前述の不燃領域率等による抽出基準を満たして

いる区域のうち、幅員 6m以上の道路、水路、鉄道、軌

道等により区画されており、かつ、延焼危険性が低いも

の等、除外して支障がないもの

不燃領域率は、市街地の燃えにくさを表わ

す指標であり、次の方法により算出した。

F二 l《＋（l l~O; l×r,k = M只，＋L只'XlOO (%), 

(1) 
r＝支×川（矧

不燃領 ここで、 F＇不燃領域率、 k：空地率、 r：不

域率 燃化率、 Ms－短辺または直径が40m以上で、

かっ面積が1500m2以上の水面・公園、運動

場・学校・一団の施設等の面積、 Ls：幅員

6m以上の道路面積、 T：各町丁目面積、ま

たは250mメッシュ面積、 Rs：耐火造建物建

築面積、 As：全建物建築面積である。

(2) 木防率は、全棟数に占める裸木造および防火

木防率 木造の棟数の割合をいう。

出所）圃土交通省資料をもとに作成。
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表3 重点密集地と密集地（推計）の町丁目数

卜＼ 重点
密集地 改善なし 改善された 新たな

密集地 密集地 密集地 密集地

平成13年
157 386 331 39 55 
(5.0) (12.3) (10.6) (1. 2) (1.8) 

平成8年
157 370 

(5.0) (11.8) 

注）（ ）内の数字は23区の全町丁目数に占める割合（%）である。

表4ー改善された密集地（推計）および新たな密集地

（推計）の変動要因

＼ 
基準(1) 基準（3)

住宅市街地の 耐火性能が
道路率

密集度 低い住宅比
（%） 

（戸／ha) 率（%）

改善された 94.08 78.78 15.82 

密集地 96.21 85.92 15.13 

新たな 95.04 81.42 13.85 

密集地 88.50 85.79 14.82 

注）表中の上段は平成13年、下段は平成8年の実績値平均である。

また、平成13年10月に閣議決定された「社会

資本整備重点計画」においては、都市再生プロ

ジェクト第3次決定をふまえ、今後平成19年度

まで、に全国約8000haある重点密集地のうち約

3割について最低限の安全性を確保することを

重点目標として掲げて、密集市街地の改善施策

を推進している 5）。

本稿では、前述の重点密集地および密集地

（以下、重点密集地と密集地をあわせて、密集

市街地と略する）に基づいた分析を行なう。

密集市街地の現況

東京都の重点密集地は町丁目単位で公表され

ているが、密集地の町丁目は公表されていない。

このため、本稿では以下の手順で表 Iの定義に

相当する町丁目を独自に抽出した。

基準（1）を満たす町丁目は、住宅市街地の密集

度の定義である「“80戸／ha以上の住宅が密集”

する“一団の市街地”であること」から、“80

戸／ha以上の住宅が密集”としては『東京の土

地利用』（東京都）（以下、資料Aと略記する）

にある「独立住宅6）の建物棟数密度（戸／ha）」

を、“一団の市街地”としては町丁目別の「独

立住宅地の面積」（資料A）がlha以上を採用
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して抽出した。

基準（2）を満たす町丁目は、倒壊危険性の定義

から、『第 5団地域危険度』（東京都）（以下、

資料Bと略記する）で5段階にランク分けされ

ている「建物倒壊危険度jのうちレベル4、レ

ベル 5の町丁目が基準（2）「倒壊危険性の高い住

宅が過半数を占めているJを満たしていると仮

定して抽出した。

基準（3）「延焼危険性及び避難、消火等の困難

性」は、その定義から、以下の要件を満たすも

のと仮定した。資料Aにある「独立住宅」の建

物構造分類において「防火造」「木造」を耐火

に関する性能が低い住宅とし、「耐火造」「準耐

火造」は耐火に関する性能が高い住宅と想定し、

町丁目別に建築面積ベースで耐火性能が低い住

宅の比率を算出した。また、資料Aにある町丁

目別の道路率を前面道路幅員の代理指標とし、

町丁目別道路率が15%未満である場合を前面道

路幅員が 4m未満であると仮定した。したが

って、基準（3）を満たす町丁目は、前述の耐火性

能が低い住宅比率が 2/3以上であり、かつ、

道路率15%未満である場合として抽出きれる。

表3は、以上の考え方で、表 1の定義を満た

している密集地の町丁目を、平成8年と平成13

年の資料Aおよび資料Bを利用して抽出した結

果である。

重点密集地7）は全町丁目数（3134）の 5%に

相当する157町丁目であり、密集地は全町丁目

の12.3%に相当する386町丁目である。平成 8

年と平成13年で比較すると、この386町丁目の

うち、 331町丁目（10.6%）は平成 8年から改

善されず、に残っている密集地であり、 39町丁目

(1. 2%）は非密集市街地へ改善されている。 55

町丁目（1.8%）は、平成13年から新たに密集

地として抽出されている。密集地の定義には、

建築年数等が勘案されていないため、戦後まも

なく形成された密集市街地だけでなく、近年の

敷地細分化等によるミニ宅地開発に起因した高

い住宅密集度から生じた密集市街地も抽出され

ていると考えられる。



表4は、改善された密集地と新たな密集地に 図l一平成13年の密集市街地の空間的分布

おいて、抽出に利用した「住宅市街地の密集

度」「耐火性能が低い住宅比率」「道路率」がど

のように変動しているかをまとめたものである。

改善された密集地では、平成 8年から平成13年

にかけて、密集度が2.13（戸／ha）、耐火性能

が低い住宅比率が7.14 （%）、道路率が

0.69 （%）、それぞれ改善している。このこと

から、改善された密集地は、戸建て住宅から耐

火性能が高い集合住宅へ建替えが進んだものと

推測される。一方、新たな密集地では、平成8

年から平成13年にかけて、耐火性能が低い住宅

比率は4.37（%）改善しているが、密集度が

6. 54 （戸／ha）、道路率が0.97（%）、それぞれ

悪化している。このことから、新たな密集地で

は、敷地細分化による戸建て住宅への建替えが

進んだものと推測される九

図1は、平成13年の重点密集地と密集地を図

示したものである。重点密集地は、環七と環六

のあいだ付近に都心から同心円状に分布してお

り、密集地は主に足立区や葛飾区を中心とした

23区北東部や重点密集地の周辺に分布している。

また、改善された密集地および新たな密集地の

町丁目の空間分布図は割愛するが、両者とも既

存の密集市街地周辺に分布し、とくに偏っては

いない。

2実証分析

基本モデルとデータ

本稿では密集市街地の外部性が地価に与える

影響を、へドニツク・アプローチを利用して推

計する。地価関数は次式のように特定化する九

2 は＇ 1 J 
ln(P1) ＝ α＋許j＇~士一＋；~.B1j·ln (Xu) 

K L 2 

+ ~.B2k ・ LD1 十 ~.831 ・ RD1 十 ~Bo,m·MD1m十εi
k=l l=l m=l 

(1) 

ここで、 P1は標準地1の地価、 Xuは標準地 i

に関する土地属性あるいはマッチングした町丁

目属性の j番目を表している。とくに、 j= 1, 

＼・E重点密集地
四密集地

2のXuはCEDからの時間距離、最寄り駅か

らの距離を表している。 LD1は区ダミー、 RD1

は沿線ダミー、 MD1mは密集市街地を表すダミ

ー変数であり、 m=1は重点密集地を、 m=

2は密集地を表す。 εiは誤差項を表す。

西村・清水（2002）が取引事例と鑑定価格の

あいだに誤差があると指摘しているが、横断面

方向で広範囲にわたり地価データが利用可能で

あること、また、権利関係が複雑な密集市街地

は、土地取引が少ないことが予想され取引事例

ベースでの分析は困難であることから、本稿で

は被説明変数として地価公示価格を採用した。

推定データは、①地点データである『地価公

示』（2002年、 1997年）の23区内の3652カ所の

標準地デー夕、②第 1節の密集市街地データお

よび③標準地が属する町丁目の属性を表すデー

タ（資料A、資料Bおよび資料C）をマッチン

グして構築した（表 5）。サンプル数は、マッ

チングしたデータから、①「商業地域J「工業

地域」「工業専用地域jの用途地域を除外し10)

②標準地の利用状況表示において共同住宅以外

の住宅に限定し、③密集市街地データや平均推

定所得データ ll）と町丁目合併などでマッチング

できない標準地を除外して、 2059サンプルとな

る。このうち、重点密集地は118サンプル（5.7 

%）、密集地は274サンプ／レ（13.3%）である。
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表5一説明変数

変数（単位） 変数説明

地積（m') 標準地の登記簿記載面積

最寄り駅から、東京駅および大手町駅の
CBD距離 うち近いほうまでの時間距離。『駅すぱ

（分） あと2003年10月版J( （株）ヴァル研究所）

より算出。

最寄り駅距
標準地から最寄り駅までの道路距離

離（m)

指定容積率
標準地における指定容積率

（%） 

前面道路幅
標準地が接道している前面道路の幅員

員（m)

RCダミー RC構造ダミー。木造を基準とした。

2002年
2002年ダミー。 1997年を基準とした。

ダミー

都市計画法における12種類の用途地域の

土地用途区 うち商業地域、工業地峡、工業専用地域
分ダミー を除いた用途地域に関するダミー変数。

第一種低層住居専用地域を基準とした。

区ダミー
標準地が属する区別のダミー変数。千代
田区を基準とした。

沿線ダミー
最寄り駅が属する路線ごとのダミ一変数。

JR山手線を基準とした。

重点、密集地
標準地が重点密集地である場合は 1、そ

ダミー
うでない場合はOをとるダミー変数。出

典は『国土交通省公表資料J。

「第八期住宅建設五箇年計画J資料をも
密集地ダミ とに独自に抽出。標準地が密集地である

場合はしそうでない場合はOをとるダ

ミ一変数。

『東王子、の土地利用』（東尽都）（以下、資

料Aと略記）の「独立住宅」の建物構造

分類において「防火造J「木造」を耐火
燃化率（%） に関する性能が低い住宅とし、「耐火造J

「準耐火造Jは耐火に関する性能が高い
住宅と考え、町丁目別に建築面積ベース

で耐火性能が低い住宅の比率を算出。

倒壊危険度
「第5困地域危険度J（東京都）（以下、

ダミー
資料Bと略記）にある倒壊危険度を利用

したダミー変数

道路率（%） 資料Aの町丁目別道路（面積）率

公園・教育
資料Aにある町丁目別の公園・運動場等

施設面積
(ha) 

面積と教育文化施設面積の和

平均推定所
荷額納税者の町丁目別平均推定所得額。

得（千円）
出典は「ザ・長者番付」 (URL:http:/I 
chouja.houmu.co.jp) （資料Cと略記）

基本モデルの推計結果

(1）式のように特定化したモデルに基づき、地

価関数を推計した。 CBD所要時間と最寄り駅

距離は Box-Cox変換を行なった。非線形最小

二乗法により推定された変換ノfラメータは、 A

= 0.7097 （標準誤差0.0594）となった。 '1=0

および'1=1の制約を課したモデルとの比較

を尤度比検定で行なったところ、確率値が十分

に小さいため、制約を課したモデルは棄却され

34 季刊住宅土地経済 2007年春季号

た。したがって、 2変数に関しては BoxCox 

変換を行なった変数を採用している。

基本モデルの推計結果は表6のとおりであり、

自由度修正済み決定係数が0.8899と比較的説明

力は高い。 CBD所要時間と最寄り駅距離は負

の係数として、地積、指定容積率、前面道路幅

員、平均推定所得などは正の係数として推定さ

れ、一般的に予想される結果と整合する。

重点密集地ダミーおよび密集地ダミーはとも

に負の係数として、 1%有意水準で推定された。

推定されたパラメータから、地価は、重点密集

地においては、非密集市街地と比べて約2.88%

(= 1-exp (-0.0292））下落させ、密集地にお

いては非密集市街地と比べて約2.06%（ニ 1

exp ( -0. 0208））下落させると推計される。

続いて、密集市街地における個別の外部不経

済について検討する。以下では、個別要因別に

地価関数を推計する l九

延焼危険’性の外部不経済の影響

延焼危険性の外部不経済を推計するため、燃

化率（nenka1）を対数変換した単独変数と、 2

種類の密集地ダミーとの交差項を導入する。

Bi,o・In(nenka1）十号1Bi.m ・In (nenka1）・MD1,m (2) 

(1）式の右辺第6項を（2）式で置き換えたモデル

（以下、モデル Iと略記する）に基づき、地価

関数を推計した1九

モデ／レ 1の推計結果は表6のとおりであり、

決定係数が0.8915と比較的説明力は高い。非密

集市街地における燃化率、重点密集地および密

集地における燃化率はすべて負の係数で、それ

ぞれ 1%、 1%、5%の有意水準で推定された。

推定されたパラメータから、燃化率 1%の改善

が、重点密集地において地価を0.006%上昇さ

せ、密集地において地価を0.0036%上昇させる

と推計される。

倒壊危険性の外部不経済の影響

倒壊危険性の外部不経済を推計するため、倒



壊危険度のダミー単独変数と、 2種類の密集地

夕、ミーとの交差項を導入する。なお、倒壊危険

度は 5レベルに分けられ、非密集市街地におけ

る倒壊危険度レベル 1をダミーの基準とした。

三位o·tokaiP 十~1~1BRm • tokaiP ・ MDi,m (3) 

ここで、 tokaiPは標準地iの倒壊危険度がnレ

ベルであることを示すダミー変数である。

(1）式の右辺第 6項を（3）式で置き換えたモデル

（以下、モデル 2と略記する）に基づき、地価

関数を推計した1九

モデル 2の推計結果は表6のとおりであり、

決定係数が0.8914と比較的説明力は高い。非密

集市街地における倒壊危険度レベル4ダミーは

期待される符号とは異なる正の係数日）として有

意に推定され、それ以外のレベルのダミーは期

待どおりの符号条件で推定されている。重点密

集地においてはレベル 2およびレベル 4のダミ

ーが、密集地においてはレベル 1、レベル 2お

よび、レベル4のダミーが、それぞれ負の係数と

して有意に推定された。推定されたパラメータ

から、重点密集地の地価は、非密集市街地と比

べて、倒壊危険度レベル 2の場合、約3.25%

(= 1 exp (-0.033））下落し、倒壊危険度レ

ベル4の場合、約18.9%（二 1 exp ( 0.2096)) 

下落すると推計される。密集地の地価は、非密

集市街地と比べて倒壊危険度レベル 1の場合、

約8.2%（二 l exp (-0.0855））下落し、倒

壊危険度レベル 2の場合は約 3% （ニ 1 exp 

( 0.3044））下落し、倒壊危険度レベル 4の場

合は約17.9%（二 l exp ( 0 .1967））下落

すると推計される。

避難路・避難場所安全性の外部不経済の影響

避難路および避難場所の安全性の外部不経済

を推計するため、道路率（RPS1i）、対数変換

した公園・教育施設面積（RPS2i）と、 2種類

の密集地ダミーとの交差項を導入する。

~ BR.o・ ln (RPS？）十2呂BR.m・In (RPSP）・MDi,m(4) 

(1）式の右辺第6項を（4）式で置き換えたモデル

（以下、モデル 3と略記する）に基づき、地価

関数を推計したlヘ
モデル3の推計結果は表6のとおりであり、

決定係数が0.8901と比較的説明力は高い17）。道

路率と 2種類の密集地ダミーの交差項は負の係

数であるが、 10%以上の有意水準で推定されて

いる。一方、公園・教育施設面積と重点密集地

ダミーの交差項は正の係数として 5%有意水準

で推定された。非密集市街地における公園・教

育施設面積が棄却されたことから、施設までの

距離を伴わない変数導入では、住環境アメニテ

ィとしては説明力がないと考えられる。したが

って、重点密集地における公園・教育施設面積

が有意に正の係数として推定されたのは、避難

場所へのアクセス機会の増加が寄与していると

考えられる。推定パラメータから、重点密集地

における公園・教育施設面積が 1%増加すると、

地価を約0.017%上昇させると推計される。

おわりに

本稿では、国土交通省の密集市街地の定義を

用いて、密集市街地で発生している外部不経済

が地価へ与える影響の定量化を試みた。その結

果、密集市街地において発生している外部不経

済は、非密集市街地と比較して、重点密集地は

約2.88%の地価下落、密集地では約2.06%の地

価下落をもたらすと試算された。また、要因別

の外部不経済が地価に与える影響も試算した。

この試算結果は、品質調整済みの戸建て住宅

地の地価について、密集市街地と非密集市街地

で比較した差額が、密集市街地において発生し

ている外部不経済に等しいと想定して推計した。

現在、進められている密集市街地整備事業の多

くが戸建て住宅から防災上有利な共同住宅への

建替え事業であることから、今回の試算結果は

整備事業の便益計算に直接利用できない。密集

市街地整備事業の費用便益を分析するためには、

戸建て住宅から共同住宅へ建て替えることを評

価できる地価関数の推計が必要である。 また、
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表6ー推計結果
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μ内
住宅密集度と地価の間にある内生性の問題は、

今後の課題としたい。

＊本稿は、東京都のご厚意により「東京の土地利用」

データを利用している。本稿作成にあたり、住宅経済

研究会における金本良嗣先生をはじめ参加者の先生方、

SKK研究会のメンバーおよび第19回応用地域学会にお

ける山崎福寿座長、岡本亮介先生をはじめフロアの先

生方、また浅田義久先生から有益なコメントをいただ

いた。記して感謝したい。また、本研究は文部科学省

の科研費 (14730049）の研究補助を受けている。
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0.0168(0.00689) .. 

統計量 確率値
20.39 0.000 
282.23 0.000 

0.8901 

｝王

1）詳細は国交省ホームページの報道記事「地震時等

において大規模な火災の可能性があり重点的に改善

すべき密集市街地についてJ(http://www.mlit.go. 

jp/kisha/kisha03/07 /070711 .html) を参照。

2）例えば、近年、地下室の容積率緩和や木造 3階建

ての建築が可能になり、また防火地域でも床面積100

m＇以下の木造住宅の建設が可能で、あることから、道

路を4mに拡幅するためのセットバックを考慮しでも、

狭小敷地の老朽建築物を建て替えることで良質な住

宅を獲得できる可能性がある。

3）密集市街地の定義には、国土交通省と東京都の 2

種類の定義がある。東京都の定義は、下記の「木造

住宅密集地域」を参照（http://www.metro.tokyo 



jp/INET /KEIKAKU/2004/03/70e3il02.htm）。

4）詳細は国交省ホームページの報道記事「地震時等

において大規模な火災の可能性があり重点的に改善

すべき密集市街地についてJ(http://www.mlit.go. 

jp/kisha/kisha03/07 /070711一.html)を参照。

5）国土交通省は平成15年12月に、重点密集地におけ

る現段階での改善施策の状況について把握を行ない、

公表している。詳細は「地震時等において大規模な

火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地

における改善施策についてJ(http://www.mlit.go. 

jp/kisha/kisha03/07 /071226 .html)を参照。

6）専用戸建て住宅、住宅を主とする塾・教室・医院

等の併用建物。

7)重点密集地は表 2の定義から密集地の定義の中に

含まれる。このため、密集地として抽出された町丁

目からは、すでに公表されている重点密集地と重複

する町丁目を除外している。また、重点密集地の定

義から入手可能な統計データ等を利用して町丁目を

推定することが困難でbあるため、平成15年 7月に公

表されている町丁目が重点密集地として平成 8年お

よび平成13年にも存在しているとした。このため、

平成8年および平成13年当時に存在する重点密集地

の定義に相当する町丁目数は、平成15年までに改善

されている可能性があることから、 157町丁目は過小

評価の可能性がある。

8）近年、地下室の容積率緩和や木造3階建てが可能

になったため、密集市街地において戸建て住宅の建

築が可能となり、宅地細分化が進んでいるとの指摘

がある（黒崎・大熊・村山・り・らいふ研究会2002）。

9）密集市街地では、外部不経済が存在するため、低

質な住宅が建設され、住宅密集度をさらに高くして、

外部不経済を助長させて、地価をいっそう低下させ

るという悪循環が生じていると考えられる。このた

め、住宅密集度を内生的に扱う必要があるが、密集

地を抽出する際の基準として住宅密集度を利用して

いるため、住宅密集度と密集市街地ダミーの問で多

重共線の問題が生じ、有意に推計することができな

い。そのため、本稿では、内生性の問題を処理でき

ていないという課題があるが、密集市街地の外部不

経済を定量化する試みは有益であろう。

10）「近隣商業地域」は新興住宅地の商店街にも指定さ

れているが、古くからある住宅地の商店街が多数指

定されているため推定データに含めた。また、「準工

業地域」は、当初の用途地域である「住宅系J「商業

系J「工業系」「未指定jのうち、住宅や商店街、町

工場などが密集・混在している「未指定jの地域を

引き継いでいるため推定データに含めている。

11)敷地細分化に起因した高密集度で新しい街区には

所得階層が高い居住者の立地が予想される。このた

め、本稿では、高所得階層が居住している密集度の

高い住宅地と、比較的所得階層が低い居住者が居住

している分析対象の密集市街地との差をコントロー

ルする目的で町丁目別の平均推定所得を導入した。

12）外部不経済の発生要因と考えられる不燃化率や倒

壊危険度等は第 1節で密集市街地を抽出した際に利

用している。このため、密集市街地ダミー変数と外

部不経済の要因には多重共線性の関係が強く、複数

の要因を同時には有意に推計できない。このため、

要因別に地価関数を推計することで対処した。

13）基本モデルと同様に、尤度比検定結果（表6参照）

から、 BoxCox変換を行なった CBD所要時間と最

寄り駅距離を採用している。

14) 13）を参照。

15）倒壊危険度は、（建物棟数×建物・地盤特性を考慮

した全壊被害率）で算定されているため、建物密集

度が高いところは、倒壊危険度が高くなると考えら

れる。このため、倒壊危険度の高さが、集積度合い

代理指標として働き、正の係数として有意に推定さ

れた可能性がある。

16) 13）を参照。

17）町丁目の面積制約のため、避難路安全性の目的で

道路を限りなく広くすることはできず、道路面積の

最適水準が存在すると考えられる。本稿では、道路

率が逆放物線の関数型として推定されたことから、

地価がもっとも高くなる道路率の最適水準（放物線

の極大値31.5%）が得られた。なお、公園等面積は

二次関数として有意に推定されない。
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海外論文紹介

リピートセールス価格指数における
非線形な築年数効果の調整
Chau, K. W., S. K.. Wong and C. Y. Yiu (2005）“Adjusting for Non -Linear Age Effects in the 

Repeat Sales Index，” The journal of Real Es似た Financeand Economics, 31:2, pp.137-153. 

はじめに

本稿で紹介する論文 Chau, Wong and Yiu 

(2005）“Adjusting for Non-Linear Age Effects in 

the Repeat Sales Index，，は、リピートセールス法

に関する論文である。リピートセールス法は、品質

調整済み住宅価格指数を推計するモデルとしてへド

ニック法と並び重要な推計方法である。この推計方

法は、 Bailey,Muth and Nourse (1963）によって

初めて提案され、これまでに多くの研究がなされて

いる。実際に、アメリカではリピートセールス法を

用いた住宅価格指数が住宅市場の動向を調査するた

めに使用されており、ヘドニック法よりも重要視さ

れている。

へドニック法は、品質調整のために多くの属性デ

ータを収集する必要がある。しかし、品質を示すよ

うなすべてのデータを集めることは困難であり、不

十分なデータによる推定結果にはバイアスが生じる

可能性が指摘されている。また、その定式化にもさ

まざまな方法があるため、統一的な指数が得られな

いという問題点も持っている。

他方、リピートセールス法では、複数回売買され

た住宅をサンプルとして価格指数を推定する。推計

方法は、被説明変数として価格比（対数）を用い、

説明変数としては取引日時をのみを用いる。このよ

うにシンプルな推計で価格指数が導けるのは、同一

住宅の価格を比較することで、住宅の品質を表す属

牲に違いがないという仮定が成立し、結果として取

引価格の違いは時間効果のみで生じると想定するこ

とができるからである。このためへドニック法のよ

うな品質調整の必要がなくなり、推定に必要なデー

タは複数回売買された住宅であれば、それぞれの取

引価格とその日時のみでよく、定式化の問題も生じ

ないというメリットが生まれる。

しかし、リピートセールス法にもいくつかの問題
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点が指摘されている。第 1は、サンプルセレクショ

ン・バイアスである。複数回売買された物件だけを

サンプルとして分析を行なうため、住宅全体を代表

するランダムサンプリングではないことがその理由

である。さらに、“品質が悪いレモン”ほど中古市

場に出てくる可能性があるため、推計結果にバイア

スが生まれる可能性がある。第2は、取引期間中に

変化がないとする仮定である。取引される物件の中

には、リフォームや増改築を行なったものが含まれ

ているはずであり、このことがバイアスを生む可能

性があると指摘されている。

これら以外にも問題点が指摘されているが、今回

紹介する Chau,Wong and Yiu (2005）では、この

仮定による問題点の中でも、とくに築年数の変化に

よるバイアスに焦点を当ててモデルを構築している。

この理由は、リピートセールス法では取引期間中に

変化がないという仮定を用いているが、現実には築

年数によって住宅の品質は必ず変化する。そのため、

築年数の増加による価格の下落を考慮していない推

定結果はバイアスを含んでいると想定されるためで

ある。実際に、築年数の変化は住宅の物理的破損や

メンテナンス費用の増加を生じ、住宅の資産価値を

減少させる。

こうした問題意識は、日本の住宅市場にリピート

セールス法を適用する際には不可欠な視点といえる。

なぜ、なら、日本の住宅市場のように、中古住宅にな

ったとたんに価格が急落するような取引量の少ない

市場においては、住宅価格の相違を時間効果のみで

説明するのは不可能だと思われるからである。少な

くとも、時間効果以外の変数によっても価格が形成

されていると考えるのが当然であろう。築年数が経

過するにつれて、その価格が低下することが知られ

ている日本において、この Chau,Wong and Yiu 

(2005）はおおいに参考になるものと考えられる。



1築年数と多重共線性

これまでにもリピートセールス法における、築年

数の影響を除去する試みは行なわれてきている。し

かし、そこには時間効果と築年数効果の多重共線性

の問題があり、分離は困難で、あると議論されてきた。

もっとも古典的なリピートセールス法では、 1度

目の取引（t1）と 2度目の取引（t2）の聞に、住宅

の属性とそのインプリシットな価格には変化がない

という仮定をおいて、以下のモデ、ルが提案されてい

る。

刊k）＝トD山

ここで、 Pitはt期における住宅 iの販売価格であ

り、 αtはタイムダミー D1tの係数である。また、

εitdt2は撹乱項である。タイムダミーは t二t1で 1 

をとり、 tニ tzで1をとり、それ以外では Oをとる。

ここで属性の変化がないとする仮定を緩めて、取

引期間中における属性の変化を認める形にモデルを

修正すると、

In（士）＝岳Dけか（Qkit2 QkitJ + C:1tdt2 

ふは取引期間中に変化した属性Qkitの係数になる。

しかし、この定式化は線型の築年数効果には適用で

きない。なぜなら 2度の取引の聞に増加する住宅の

築年数はタイムダミーと正確に線型結合になるから

である。

この共線性関係を数学的に示す。取引期間中に属

性において変化があったのは築年数（A）だけであ

また、築年数の影響を除去するために、築年数ダ

ミーもしくは時間と築年数のクロス項を使用した場

合でも、多重共線性の問題が生じることが明らかに

されている。

2築年数の非線型性

ここで、多重共線性を回避する手段として、築年

数の増加が価格に及ぼす効果を非線型であると仮定

することが考えられる。その根拠として、メンテナ

ンスやリノベーションが価値の単調な低下を減少さ

せること、中古住宅市場に“品質の悪いレモン”が

混ざっていることなどがあげられている。

さらに、この論文の中では借地権の残存期間によ

っても価格が決定されるとし、築年数の増加（二残

存利周年数の減少）が価格に非線型の影響を及ぼす

と想定している点が特徴的である。

この仮定は、数学的には以下のようになる。まず、

借地の権利期間がTである物件を築年数がAの時点

で購入すると、購入後の利用可能期間は T← A と

なる（ただし T>Aミ0）。次に、実質純所得Rは借

地期間を通じて不変であり、物理的劣化や“レモ

ン”といったその他の価格を減少させる要因とは独

立であると仮定する。さらに実質収益率を rとする

と、購入する住宅の割引現在価値（対数） Vは、

V=ln 1T AR・e rtdt＝附／r)+ln[l -e r(T叶

となる。このとき、 VをAに関して偏微分すると、

減少関数であることがわかる。これは、住宅の価値

を低下させるその他の要因とは独立に、借地権住宅

ると仮定すると、上記の式においてQはAと置ける。 の築年数による限界効果が現在価値Vをヲ｜き下げる

このとき、同一住宅における 2度の取引に関して、 ことを表している。この導関数をTとAとrの関数

築年数の増加分はタイムダミーによって示すことが

できる。つまり、

A,,, A1t. == ~tD1t 

ここでのタイムダ、ミーも、上記と同様に t1期で 1 

をとり、 tz期で1をとり、それ以外では Oをとる。

この関係は完全な多重共線性の問題を生み、正確な

係数の推計を不可能にする。

g(r,A, T）とすると、

av 
－ーニァ」匹互了＝g(r,A, T):S::O oA 1 e' I AJ 

築年数の増加による全体の限界効果は、さらに老

朽化、物理的劣化、“レモン”といった要因を追加

しなければならない。そこで、これらのネガティブ

な限界効果は築年数だけの関数であると仮定する

(h(A)<O）。その結果、全体の築年数による限界効

海外論文紹介 39 



果は、

F(r, A, T)=g(r, A, T)+h(A)<O 

と書き表すことができる。

3モデルの導出

上述の議論をもとに、実証モデルを構築する。上

記の議論から、築年数増加による価格への影響は物

理的破損や“品質の悪いレモン”といった要因だけ

ではなく、借地権による貸出期限の低下によっても

起こることが示された。これらの理論的な議論をも

とに、実証モデ／レをより簡便な形へと定式化する。

関数f（・）の原始関数を F(r,A, T）とすると、築年

数に関する非線型性は Box Cox変換（y<λ＞＝（yλ

-1)/,1）することでモデルに導入することができる。

また、実質収益率（もしくは、満期日）と築年数

とのジョイント・エフェクトは、交差項として表す

ことができる。さらに、簡単化のために築年数に関

するその他の高次な複合的限界効果は無視しうるほ

ど小さいものであり、関数f（・）は加算的なものと

仮定する。これにより以下のような築年数効果に関

する関数を導くことができる。

F(r, A, T)=,Bo十f31A＜λ！）f(Bd

十β2A＜λ＇＞＋ β3A<''>TcθT)

ここで、 Br，θr,,6'；は係数である。このモデルを借地

権が設定されていない土地へと当てはめると、 β1

とんはゼロとなる。すなわち、

F(r, A, T)=,Bo十f32A＜λ2)

となる。この関係をリピートセールス法に応用する

と以下のようになる。まず、へドニック価格モデル

に上記の関係を当てはめると、

J K 

lnP「 c＋呂8;Q;;1＋呂仏Dけ β1Ait1>r

十β2Alt2>+ ,6'3Aif'>Tiθd＋εIt 

となる。ここで、 Q;;tは築年数以外の住宅属性であ

り、 8；，α't,,6'1, f:Jz, f:J3, Br，θr, A1, Az, A3は係数である。

さらに、このモデルを借地権が設定されていない土

地に当てはめると、 β！， ,6'3がゼロになり、

lnP円＋かQ;it十品D1t+ f32Alt2> ＋εit 
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が得られる。次に、リピートセールス法に上記のモ

デルを適用すると、それぞれのぺアがリピートセー

ルされた期間（t2一t1）によってモデルが決定される。

その際、築年数以外の属性は取引の期間において不

変であると仮定する。このような手続きにより、築

年数効果と時間効果の間にあった多重共線性を解消

することが可能になる。

ln(k）＝かD11+f3川 W Aft'>rl~＇＞）十
十f32[Alf,2>-Aft,2>]

十β3TI＂吋Af,',-Af,'J + c:;1, ,, 
ID 、K

川岩）＝~a,D1,+ f:Jz[Ait:> Aitf＞］十 C:itit

4推定結果

Chau, Wong and Yiu (2005）では上記のモデル

をもとに、香港のノース・ポイント地区の住宅価格

指数を分析している。分析期間は1991年の第 2四半

期から、 2001年の第 1四半期までとなっている。サ

ンプル数は 1万1000以上であり、先行研究と比較し

て非常に多いものである。

推定結果では築年数を考慮したリピートセールス

モデルと古典的なモデルの比較を行なっており、そ

の結果、古典的なモデルは築年数を考慮したモデ、ル

よりも断続的に低い値をとっていることが明らかに

なった。その値は平均して年率約0.6%ということ

である。これは築年数の経過による住宅価格へのネ

ガティプな影響をコントロールすることで、価格指

数が上方修正された結果といえる。

まとめ

このように、取引期間中に属性の変化がないとい

う仮定をおいて、時間効果だけで住宅価格の変化を

表そうとするリピートセールス法は、築年数の経過

による住宅価格の低下を無視してしまい、推定結果

に下方ノfイアスをかけることが明らかにされた。こ

れまでも同様の問題意識から、この問題に取り組ん

でいる先行研究はあったが、築年数を明確に排除し、

それが成功したのは、 Chau,Wong and Yiu (2005) 

が初めてである。



これまでの研究では、築年数による影響は小さい

ものと考えられ、無視されることが多かった。しか

し、日本において築年数の影響を考えると、その影

響を無視することはできないと思われる。日本のよ

うに中古住宅であるというだけでその価格が急落す

るような市場においては、築年数は重要な価格決定

要因と考えられる。日本でリピートセールス法を適

用する際に、築年数による価格への影響をコントロ

ールすることは不可欠の要素である。

リピートセールス法による価格指数の推定には、

そのほかにもさまざまなバイアスが含まれると思わ

れる。それらがどのような要因によるものかを明ら

かにし、そして一つ一つを修正し、真の指数に近づ

けていくことが今後の重要な課題であろう。
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センターだより

⑨既刊のご案内
さらに約360区画の減少となり、 ことや、収益性や換金性等の問題

2003年度以降、減少傾向が続いて から、土地を提供する個人・中小

『定期借地権事例調査（XI)j いる。供給のピークであった2002 法人の土地所有者がきわめて少な

定価2,800円（税込み） 年度（3818区画）と比較すると、 いことなどが考えられる。

本書は、 1992年に施行された定 2005年度は約8割減である。 都道府県別では、 2005年度は 1

期借地権制度についての概要説明 都道府県別の発売数は、第 1位 都 3県で発売されている。供給戸

をまとめるとともに、 1993年から は兵庫県137区画、第 2位は愛知 数第 1位は東京都356戸、第 2位

2006年 3月末までに販売された定 県84区画、第3位は神奈川県81区 は愛知県289戸、第 3位は岐阜県

期借地権付き住宅（戸建て住宅お 画である。主として三大都市圏で 102戸、第 4位は兵庫県 5戸であ

よびマンション）の事例を収集し、供給されている。

そのデータを分析したもので、同 また、土地面積については、最

シリーズの第11弾である。 大面積が200m＇を超える事例が 159

1993年 2月の定期借地権付住宅 事例中125事例あり、全体の約 8

る。

2005年度に発売された17事例の

うち12事例が最大専有面積lOOm'

以上のマンションである。定期借

第 1号の発売から、 2006年 3月31 割に達している。定期借地権に対 地権付マンションは、戸建て住宅

日までの聞に収集した事例数は、 するニーズが「安さ」から「広 以上に所有権物件と競合するため、

戸建て住宅とマンションを合わせ き」に変化しているといえる。 専有面積を広くすることで所有権

た総数で5521事例、 4万5318区画 一方、マンションの発売数は17 物件との差別化を図っている。

（戸）にのぽる（戸建て住宅5086 事例、 752戸、前年度の1006戸と

事例、 2万9794区画、マンション 比較すると約25%の減少である。 平成19年1月17日、（財）日本住

4凋例、 1万山戸） 0 マンションも戸建て同様、 20昨 ！宅総合センター評議員の安萎哲

2005年度における戸建て住宅の 度から減少傾向が続いている。供

供給は、 159事例、 815区画で、前 給減少の原因としては、デベロッ

年度（181事例、 1173区画）から パーが所有権物件に注力している

編集後記

先日、京都駅前にある某ホテルの

耐震偽装が発覚した。名物女社長と

会長が平謝りする記者会見の模様が

報道され、一時マスコミも大騒ぎし

たが、いつの聞にか報道されなく

なった。京都出張の折、何度か宿泊

したことがあるホテルなので、他人

事ではない。ところが、京都である

タクシーの運転手に聞いたところ、

返ってきた答えは、「どうってことな

いのとちゃいますかJ。

室内ガス湯沸かし器メーカー各社

は多数の死者を出してなお平然とし
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ていた。老舗の菓子メーカーは期限

切れの材料を使い、不衛生きわまり

ない製品を出荷していた。かつて同

じようなことをした企業は、市場か

らの退出を余儀なくされた。しかし、

ものづくりの現場で、消費者の「安

心」からほど遠いことが依然として

行なわれている。一度失った信用を

取り戻すのは容易でない。それは、

過去の事例を見れば明らかなのに、

同じような事件が跡を絶たない。失

敗のケースに学ぶ機能がないのかも

しれない。 (h) 

郎氏が逝去されました。享年75

歳。心よりご冥福をお祈り申し

上げます。
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